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              午前９時５４分 開議 

委員長（高重洋介君） ただいまの出席委員は１３名であります。定足数に達しておりま

すので，これより第３回予算特別委員会を開会いたします。 

 前回に引き続き，部ごとの詳細審査を行ってまいります。 

 本日の教育委員会所管については，一般会計以外に特別会計もありますので，一般会

計，特別会計の順に審査を行います。 

 委員の皆様には一問一答方式での質疑で行っていただきますよう，引き続きよろしくお

願いをいたします。 

 また，答弁は質疑に対して的確にされるようにお願いをいたします。委員からの質疑，

特に予算計上額の積算根拠に対して答弁調整，後からの報告にならないよう，資料等前も

って十分なる準備をお願いします。 

 なお，答弁は座ったままで行ってもらって結構です。 

 本日は，教育委員会，公営企業部，その他部局所管の審査となります。 

 まずは，教育委員会所管の審査を行います。 

 教育次長より，担当部所管事業について説明を求めます。 

 教育次長。 

教育委員会教育次長（久重雅昭君） では，おはようございます。 

 本日は教育委員会関係の当初予算の個別審査ということで，御審議の方よろしくお願い

いたします。 

 まず，私の方から教育委員会関係の当初予算の概要について，新規重点事業を中心に説

明をさせていただきます。 

 座って説明させていただきます。 

 こちらの当初予算案の概要の資料をもとに説明させていただきます。 

 まず，３ページをごらんください。 

 ３ページの重点事業の項目の次世代育成の推進，ひとの創生として２点新規事業を上げ

ております。１点目が中通小学校体育館屋根改良事業，２点目が未来の人材育成事業の２

つの事業を新規事業として掲げております。 

 続いて，５ページをごらんください。 

 それぞれの内容でございますけども，まず中通小学校体育館屋根改良事業につきまして

は，雨漏りのため，中通小学校体育館の屋根防水改良工事を実施をいたします。事業費
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は，１，７００万円を計上しております。今後も引き続き安全・安心な学校施設整備につ

きまして，老朽化した施設の整備を順次行っていきたいというふうに考えております。 

 次に，未来の人材育成事業でございます。 

 この事業につきましては，次期学習指導要領では，小学校５，６年生の外国語活動の教

科化，また小学校３，４年生における外国語活動の実施等が挙げられております。急速な

グローバル化社会に対応するため，児童生徒の英語に対する興味，関心を高めるととも

に，コミュニケーション能力の基礎を定着させ，社会で活躍する人材を育成するものでご

ざいます。 

 内容といたしましては，英語力を問う独自の検定試験を行いまして，学習した内容を確

実に身につけさせることができるようにするといったものと，さらに身につけた英語力を

身の回りの生活の中で活用することを目的としたイングリッシュキャンプ，これにつきま

しては宿泊施設で英語だけの生活をするといったものでございますけども，イングリッシ

ュキャンプを実施し，英語を身近な言語にするとともに，英語に対する興味，関心を持た

せ，自身の英語力を一層高めようとする態度を育てるといった事業でございます。事業費

は，７１万１，０００円を計上しております。 

 この新規事業のほか，重点事業として，１５ページ，１６ページをお願いをいたしま

す。 

 まず，１５ページの左の表の下に学校教育の充実の項目を掲げております。 

 新規事業２つございますが，その下の吉名小中一貫校の施設整備事業でございます。こ

の事業につきましては，今年度から着手をいたしております吉名小中一貫校の施設整備

を，引き続き行ってまいります。平成３０年１月末の校舎の完成を目指しております。 

 開校につきましては，平成３０年４月の開校を予定をいたしております。 

 事業費につきましては，３億７，３９８万３，０００円を計上いたしております。 

 次の外国語指導助手配置事業につきましては，今年度に引き続きましてＡＬＴ４人を配

置をし，英語教育の充実を図っていきたいというふうに考えております。事業費につきま

しては，１，７６０万円でございます。 

 次の吉名小中一貫校推進事業につきましては，吉名小中一貫校の開校式の経費，または

校歌，校章に係る経費など４６５万３，０００円を計上いたしております。 

 次のＩＣＴ機器整備事業につきましては，古くなったソフトの入れ替えを行う予定にし

ております。事業費につきましては，３２３万６，０００円を計上いたしております。 
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 次の読書活動推進事業につきましては，２名の学校司書を今年度に引き続き配置をし，

学校図書館の自立を図ってまいりたいというふうに考えております。事業費につきまして

は，１２８万４，０００円を計上いたしております。 

 次，１６ページでございます。 

 １６ページの左の表になりますけども，歴史文化の保存，継承，活用の各事業につきま

しては，まず伝統的建造物群保存事業でございます。 

 伝統的建造物の修理，修景事業，またシロアリ駆除などの経費といたしまして１，３８

５万円を計上いたしております。 

 次の文化財管理事業につきましては，文化施設の管理委託料など１，２６２万７，００

０円を計上しております。 

 以上，新規重点事業について説明をいたしました。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） それでは，教育次長より説明が終わりましたので，質疑を行って

まいります。 

 これから歳出費目を審査していきますが，その審査過程において特定財源である歳入に

対する質疑がある場合は，歳出にあわせて質疑をしていただきますようよろしくお願いい

たします。 

 それでは，総務費，企画費，予算書の５６，５７ページをお開きください。 

 その中の上段の下の辺にあります市史編さん事業に要する経費について，質疑のある方

は挙手にてお願いをいたします。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） これ，普通旅費が１万９，０００円組んであるだけなのですけれど

も，かつては市史編さんに関して，その仕事をする人を配置をしていたと，その配置をや

めて普通旅費が１万９，０００円というのは，どのような算出根拠によるものか説明を願

います。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 済みません，旅費の１万９，０００円というところの

内容ということでございます。 

 これについては，平成３０年度におきまして，市制施行の６０周年という時期に当たり

ます。これに合わせまして歴史小冊子の方を作成したいというふうに考えておりまして，
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そのための現場調査，古文書調査と，これについては県立の文書館でありますとか図書館

の方に行く旅費として１万９，０００円計上させていただいております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） それがその市史編さん業務，要するにこの年度の市史編さん業務は

これしかないということですよね，予算措置をされていると思うのは。具体的に，このさ

っきの言う６０周年，６０周年に向けて小冊子の市史を編さんするのに，例えばこれに行

かれる旅費を実際どなたに払われて，その方はこの市史編さんでどういう役割を果たすの

か，そこらあたりをお聞きします。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） その旅費のどういう職員が行くかということになろう

かと思いますけれども，今現在市史の方を担当しています職員の方が学芸員になりますけ

れども，そちらの方が文書館の方に行きまして資料の方を調べる，調査をするというよう

な状況でございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 前々から指摘をしているように，竹原市史は近世までしか市史とし

てはできていないわけですよね。特に近現代の資料の収集や，あるいはそれの整理という

ふうなことが，これまでの市史編さんの中で非常に重要な作業だということで市史編さん

に関する部署を設けてそういう作業を行ってきたと思うのです。これが，いわば人の配置

は具体的にない，普通旅費が１万９，０００円組んであるだけでどのような市史編さんが

できるのかという，全く当てにならないというか，６０周年の記念誌というようなのは今

初めて聞くわけで，それにしても一体どんな記念誌をつくるのか，１万９，０００円の普

通旅費だけで記念誌はもちろんできるわけではないと思いますけども，要するに人の配置

と，それからもともと積み重ねておかなくてはならないのです。そこらあたり，全体の市

史編さんの流れというのが現時点でどこまでいっているのか，その近現代の市史編さんに

ついてはこれからどういうふうにやろうとしているのか，それに当たる職員なり専門的な

人は誰がいるのか，そういうことです。そういうことをお伺いしておきたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） これまでの市史編さんということでございますけれど
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も，昨年度と今年度におきまして，近現代の市史が，委員御指摘のようにできていないと

いうような状況から，市史を編さんしていくに当たりまして基礎データとなる芸南新聞の

掲載記事から，本市の該当事項の見出しであるとかジャンルであるとか，日付等をデータ

化して検索できるような事業をいたしました。昨年度と今年で行って，予算的にも１００

万円程度の経費を計上させていただいて，今作成いただいたところでございます。予算と

して２万円ぐらいということでありますけども，こういう今の基礎データというところも

利用しながら小冊子なんかもつくっていきたいということでは考えているのですけども，

ただ具体的に，ではどこまでというところについては，来年度になりましていろいろ詳細

については検討していきたいというふうに思っております。 

 また，今言われたように，今後もどういうふうな形で考えるのかというようなところも

ございます。これについては，これまで実施してきました歴史文化における人づくりでご

ざいますとか地域におけるネットワークづくりを引き続き継承するとともに，今年度に実

施しました新聞のデータ化など市史編さんにおける環境整備や住民の機運醸成を行うなど

の市史編さんの取組を進めて，本市の歴史文化を継承してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 歴史が専門の学芸員を配置をしていますよね。そういう学芸員の仕

事としてこれがあるとしたら，例えばそれが一応データ化しましたよと，しかしそれを例

えば書籍にするかどういうものにするかは別にして，一定の成果物というものが何らかの

形でできていないといけないです。もう終了したという格好になっているわけだから。そ

れは今年やりますよと言ったって，例えばそれをデータにすること自体にもお金がかかる

わけです。そういう費用が全然組んでなくて，普通旅費が１万９，０００円しか組んでな

いところに，いわば市史編さんに対する姿勢とか態度というものが端的にあらわれている

というふうに思うのです。本気でやる気あるのかという感じです。 

 最初の近世までの５巻を出したのはもうはるか昔で，私らが市役所に入ったごろにでき

たのではないかと思うぐらいの時に前の５巻ができてるのです。それから近代，現代をや

りますよやりますよと言っていながら，いまだにこういう状態で，いわば端緒もまだつい

ていないというふうなことなのです。そういう意味で，もっと真剣にやってもらわなきゃ

困るのと，市にとって市史というものがいろんな政策形成過程においても非常に重要な意
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味を持って，とりわけ伝統的建造物群保存地区なんかを持ちながら，あるいは近現代にも

様々な歴史がありながら，そういうことがしっかり，ある意味で市が共有できるような，

そういうことをやらなきゃならない，そのために市史編さん事業に要する経費という費目

がついているわけだから，これを１万９，０００円で済ますというところに今日の取組

方，実態があらわれているのではないかと思いますが，その辺の考えをお聞かせ願いた

い。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 市史編さんの取組ということでございます。 

 委員さんの言われるように，近現代ができていないということで，それについての取組

を進めていかなければいけないのではないかというような御指摘でございます。 

 当課としましても，その辺のところは重々これまでの経緯等も踏まえて対応してきたと

いうところでございます。その中で，昨年と今年度におきまして基礎データの収集という

形で，一定には市史編さんをつくるというのが最終的な目標にはなりますけれども，デー

タ化をすることによって市史をつくる場合の基礎データとして活用ができるということ

で，２カ年においてさせていただいたというところでございます。 

 今後におきましても，大変予算的にも厳しい状況の中で対応していく，あるいは委員さ

んが言われるように，学芸員がいるその活用というところも含めて考えていかなければい

けないというところがございます。その中で，少しずつではございますけれども，市史編

さんに少しでも貢献できるような形で進めているということで御理解いただければという

ふうに思います。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員，最後の質問とさせていただきます。 

委員（脇本茂紀君） 要するに１００万円ずつかけてデータ化が済んだ，そのデータ化さ

れたものをこれからどういうふうに活用するかという予算が，いわば組まれていないとい

うことです。だから，そこらは結局そのデータはそのままお蔵入りになる危険性が非常に

高い。第一それに関する予算が全然組まれていないわけですから。前々から指摘している

のは，例えばこういう研究やデータ化をしたら，そのデータ化の経過なりを月報なり年報

なりで報告するというふうな作業ぐらいは最低しとかないといけないですよね。こういう

データが今整っていますというのも，今まで報告も見たこともなければ，データ収集の結

果が公表されて開示されているということも不十分だと思います。それはされているのか

されていないのか，それだけ聞いておきます。 
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委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） それまでの情報発信とか啓発とかというところの分野

でございます。 

 これについては，データ活用で平成２７年度の方に一部データ化をしておりますけれど

も，これについては図書館の方で活用ができるようにしておりまして，新聞記事等が検索

できるように対応をしているというところでございます。 

 情報発信につきましては，引き続きできるだけ広く多くの方に啓発ができるよう情報提

供に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） そのほかはございませんか。 

 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 今の市史編さんも，私も何度か質問したことがありますけど，一遍

写真展みたいなものをバンブーでやっている。それ以来見てないのよ。芸南新聞と言われ

ていたので，私も職員時代に開港２５周年で竹原市港湾・産業発達史年表をつくったのだ

けど，芸南新聞使わせてもらいました。 

 それで，写真とか様々な資料が，実はもう芸南新聞はないのよね。そして，前おられた

大田先生のところへ皆行っている。それで，前にも言ったことがあるのだけど，そうした

貴重な資料を何とか寄贈を受けるなり何なりして，その収集を今して保存しておかないと

なかなか難しくなる思う。そこら辺についてどう思われるか。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 資料保存というようなところでございます。 

 これについては，先ほど委員の方から大田先生の資料というような話もございました。

うちの方の担当課としましても，歴史的な歴史資料とか文献とか，そういうものについて

は，できるだけわかった時点で相手の方と話をした中で，寄贈も含めて話をさせていただ

いているという状況でございます。これについても，あとはそういうものをできるだけ広

く多くの方に活用なり資料展示等ができるような形でしていくということも必要なことだ

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 実は芸南新聞を始めたのは亀山さんなのよ。それで，私もいろいろ
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お話を伺ったことがあるけれども，間違いなくもう大田さんのところへ行っている。それ

と，私竹原市もいろいろと学校の先生あたりが郷土史の研究というので，かなりの近世や

現代に至る考察をされているというか，資料も持たれて，相当なものがある。ですから，

当然教育委員会としてやるわけだから，そうしたＯＢの郷土史を扱っておられた先生方と

も連絡をとって，よりよいものというか，それでおそらく郷土史をやっておられる方は竹

原町だけでなくてそれぞれのところでやっておられるから，かなり濃密なものが出てくる

と思うのよ。そうした中で，郷土史を研究されてこられた先生方が持っておられる資料

も，何とか図書館なりへ集約化できるような取組を是非ともしていただきたいと思います

が，教育次長，どう思われますか。 

委員長（高重洋介君） 教育次長。 

教育委員会教育次長（久重雅昭君） そういった資料の収集ですとか教員ＯＢの郷土史を

されている方の活用につきましては，これまでも，以前おられたということもございます

ので，できるだけ活用もしながら，ネットワーク，そういったことも築くことも大切だと

思いますので，いろんな情報収集して，もし協力していただける方がおられれば協力して

いただければというふうに思っておりますし，また資料の方も貴重な資料をお持ちだとい

うふうには思いますので，そういったことの情報収集も的確にしていければというふうに

思っています。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 技術も発達してきてデジタル化等をしていくというのは，それほど

難しくはない思うのよ。おそらく教育委員会としての熱意があれば，もともと学校の先生

のＯＢでやっておられるのだから，そこら辺のところはおそらく協力をしていただけるの

だろう思うのです，おそらく。進んで協力してくれる思うよ。 

 それでもう一点は，例えば吉名の小学校であれば，火事になって新しくつくった時に，

そうした記念誌的なものを集約したものがあるのよ。各学校にある，小学校にあるのかど

うかわからないけれども，例えば教育現場にもそうした貴重なものがあれば，是非とも何

とかそこら辺の，ある意味でいえば一覧表みたいなものでもいいし，資料リストでもいい

しそうしたものも是非とも整理をして後世の人に，竹原も合併してできたところだから，

それぞれの地域地域の歴史研究に寄与するような，そうした取組も是非ともお願いをして

おきたいと思います。 

 答弁は結構です。 
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委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，次に参ります。 

 ６０ページ，６１ページ，竹原市民館。よろしいでしょうか。 

 その中の２番，市民館施設管理運営に要する経費のところを，質疑のある方は挙手にて

お願いいたします。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，１７４ページをお開きください。 

 １７４ページ，公園管理，下段です。公園管理の中のバンブー体育施設管理に要する経

費のみ，質疑のある方は挙手にてお願いいたします。 

 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） 公園管理の施設管理に要する経費。２番大丈夫ですよね。 

委員長（高重洋介君） ２番の２ですね，バンブー体育館施設ですね。 

委員（堀越賢二君） ここの部分の修繕料の５０万円，これの内訳といいますか，予定の

ところはどこでしょう。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） バンブーの体育施設の管理については，３０万円を超

える施設修繕については市が実施するという形になっております。委員さんが言われるよ

うにどうかということになりますけれども，一応現在もこれまでの実績を踏まえて，一定

的には５０万円ぐらいは過去必要だったという形で，箇所は決まっておりませんけれど

も，そういう形で予算計上させていただければというところで御理解いただきたいと思い

ます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 そのほかございませんか。 

 宇野委員。 

委員（宇野武則君） この体育館は開所当時から指摘していたのですが，放送の音響，全

然聞こえないでしょう。今の技術でもああいうものは改善できないのですか。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 放送設備の方が少し性能が悪いのではないかというよ
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うな形の御指摘がございました。これについても，少し現場の方からも話が上がっており

ますので，今後につきまして，どういう形で修繕等ができるのかについては現地等確認し

ながら検討してまいりたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

委員（宇野武則君） はい。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，１８０ページ，１８１ページをお開きくださ

い。 

 下段にあります町並み保存センター費，１８１ページ，次のページ，１８３ページまで

ございます。 

 質疑のある方は挙手にてお願いいたします。 

 ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，続いて１９８ページをお開きください。 

 １９８，１９９，中段から下です。事務局費。 

 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 事務局費の２番，一般事務に要する経費のうちの１番，いじめ問題

調査委員報酬３万８，０００円の活動内容と人数を教えてください。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） いじめ問題調査委員報酬でございますが，まず委員につ

きましては５名の体制でございます。委員長１名，それから委員さん４名という形で構成

をしております。これは，重大事態等が発生した場合に緊急に委員長から委員会の招集を

されるというものでございます。平成２８年度につきましては，そういう事案はございま

せんでしたので，実際には委員会は開催をいたしておりません。 

 この調査委員会発足以来，当初第１回委員長選出のために開催をいたしましたが，それ

以降は実際は開催はされていないというものでございます。しかしながら，次年度に向け

て，報酬の方は予算計上させていただいているということでございます。 

 以上です。 
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委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 今の関連なのですが，２８年度はいじめの重大事態ということがな

かったということですが，確かにこれだけ委員を設けられてゼロという報告なのですけど

も，今年の１月の新聞見ましたら，重大事態は何ぞやという，そこの定義も不明確で，そ

れを文科省なんかが定義したよということで，けんかもそういういじめ事態の対象だとい

うことも，けんかの内容もあるのでしょうけど，具体的に重大事態の中にけんかというこ

とも一つの例としてあったということで，けんかもいろいろあるのでしょうけども，そう

いう報告，どれが重大事態かというふうなのを文科省が改めて定義して，ここに書いてあ

るのはけんかも入りますよということを定義されて以降にないのかどうか，そこらをどう

でしょうか。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 重大事態の定義にいたしましては，いじめを理由に年間

３０日以上の欠席がある，あるいはこのいじめ等によって精神的にも身体的にも重大な事

態，極端な例を言うと自死ということになりますが，そういった事態を踏まえた場合に調

査研究をするということでございます。ただ，それに準ずるような場合においても，当然

教育委員会事務局と委員長と，その連携の中で開催をするということもございますが，現

在のところは，市内の学校においては様々な事案はございますが，調査委員会を開催する

までに至っていないということでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） このいじめの重大事態の対象ということで，これをあえて今年の１

月２４日付の読売の新聞なのですが，だから今言われたのはそれ以前の去年４月からその

後の１２月まで，１月この新聞が出る前，文科省がこういった発表をする前に，さっき言

った竹原市としてはいじめによって３０日を欠席するとか，それは以前からそういう対象

をやっておられたのか，私はこの新聞から見れば，その重大事態の定義はなくて，今年の

１月初旬以降にこういう一つの例，いじめがこういうことも対象になりますよというのが

出てから，この１，２，３カ月ちょっとしかないから，そういう文科省から出て新たにこ

ういう重大事態，けんかならけんかが重大事態というのが竹原市ではなかったのか，その

去年の４月から１２月まで文科省がこういう具体例が出るまでどうだったのかなというの
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がわかれば，正確にお願いしたい。 

学校教育課長（九十九邦守君） この調査委員会に関わりましては，委員さんおっしゃる

ように要因がいじめということになっております。しかしながら，先ほどありましたよう

にけんかの中身，要因が少し拡大しているというような状況もございます。いずれにいた

しましても，けんかといいましても，ただ単にお互いが同等の人間関係の中で，様々なト

ラブルの中でけんかをするという場合もございましょうし，いじめが要因，いじめにつな

がるようなそういった人間関係というような要因もあると思います。そういったことも含

めて，いじめにつながるようなけんかということに関しては，大きな意味でこの調査委員

会の対象になるというふうに市の教育委員会としても捉えているところでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） さっきこのいじめという中でけんかということも重大事態になりま

すよということで，私は心配なのは，確かにいじめなんかでも表面的に出る小さいいじめ

という，一般的にわかりやすく言ったらそういう分と，小さいけんかから始まって，いじ

めでもいろんなやり方もあるのでしょうけれども，だからふだん先生方がそういった生徒

をきちっと見るとかいろんな面がないと，なかなかいじめなりけんかなりそういった発見

する場が，何らかのここでいろいろ工夫しないと，極端な話だけどいろいろ新聞なんかで

出るのは子どもが自殺とか，そういう不幸な事態は，誰が見てもそういう事態が起これば

重大事態だから調査しなさいというのはわかるのですけども，私はそこが難しいところは

あるのだけども，そういう結果で亡くなったから自殺とかちょこちょここういう事態が新

聞に載りますけども，そういう事態が起こってから重大事態だから調査しなさいと，何が

原因なのかという，これも必要なのですけども，未然防止というのか，ふだんからこうい

ったけんかなりそういったいじめとか，それがどういう性格なので重大事態なのかなと，

そこにならないうちにそこらの防止といいますか，そういう例えば自殺に至らないような

防止……。 

委員長（高重洋介君） 松本委員，予算に関連する質問を。 

委員（松本 進君） それで，いじめの調査の内容をお伺いしたいと思うのですが。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 基本的には各所属，各小学校，各中学校で未然防止，そ

れから様々な対応，そして事後のフォロー，それも含めて各学校で教育委員会と連携をし
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ながらやっていくというのが大原則でございます。そういった中で，先ほどから申してお

ります重大事態等が発生した場合には，様々な疑義が生じるということもございますので

調査をしていただくということでございます。あくまでも未然防止，そして事後の対応等

の取組については，各学校が責任を持って取り組んでいくという基本的なものがあろうか

というふうに思います。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） そのほかありませんか。 

 事務局費につきましては，次のページの２０１ページの上段までございます。 

 ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，もう一度１９８ページにお戻りください。１

つ飛ばしておりました。 

 上段の教育委員会費について，質疑のある方は挙手にてお願いをいたします。 

 ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，１ページ開いていただきまして，２０１ページ中段から教

育指導費について，質疑のある方はよろしくお願いいたします。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） ２０３もいいですよね，教育指導費だったら。 

委員長（高重洋介君） とりあえず２０１ページ，多いので。 

委員（今田佳男君） ごめんなさい，では２０３ページになるので。 

委員長（高重洋介君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） ２０１ページの４番，教育指導に要する経費のうちの１番，外国語

指導助手の報酬のところなのですけども，この人数と内容を教えてください。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 外国語指導助手，いわゆるＡＬＴでございます。 

 平成２９年度につきましては，平成２８年度の２学期以降４名体制にしておりますが，

これを継続して，ＡＬＴ４名で各学校の英語教育の充実発展に資するということでござい

ます。 

 ＡＬＴにつきましては，一月の報酬が１年目が月額２８万円，２年目が３０万円，３年
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目が３２万円というふうに，こういうふうにＡＬＴ，全国的に定められております。そう

いったことも含めて，２年目，いわゆる７月以降が現在の４名については２年目になりま

す。継続する者については，８月以降３０万円，基本的には単年度契約でございますの

で，１年で変わるということもございます。そういった場合には，その平成２９年８月の

段階で，新規がいれば２８万円，２年目を更新する者については３０万円という報酬でご

ざいます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） その指導助手の方の仕事の内容，学校に何時間ぐらいおられるかと

いうのはわかりますか。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 新年度につきましては，これから配置等を検討していき

たいというふうに思っております。小学校，中学校，幼稚園含めてでございますが，基本

的には時数といいますか，学校を単純に４人ですから４で割るということではなくて，中

学校でのクラス数，英語の時間数，それから小学校での外国語活動，あるいは英語に関わ

る教科の時数等を鑑みて配分をしていきたいというふうに思っております。 

 御存じのとおり，中学校の場合には週に英語の時間が１年から３年まで４時間というふ

うになっております。したがって，例えば１学年１学級の中学校であれば，１日の中で最

大３時間しか授業ができないというようなこともございます。そういったことも含めて，

授業担当，日本人の教員との連携の時間も当然必要ではございますが，最大限無駄のない

ような状況で組んでいけるような方向で今計画をしているところでございます。具体的な

時数についてはその計画をもって，またその時に一人一人の時数については出てくるとい

うことでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 英語圏の方でしょうから，いろんな英語もあるのでしょうけども，

耳で聞いてなれないと日本人は，僕らは英語しゃべれないのはそこから来ているのだと思

います。文法だけやってきました。そういうのから脱却して，みんなが英語をしゃべれる

方向に行くという方向づけがついているならばその方向だと思っているのですけれども，

それであれば短時間でもいいですから，毎日その本当の英語という，ネーティブを聞くと
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いう場を設けないと，１日集中とかというのはどうかなと思うのです。ですから，そのあ

たりも検討していただいているのでしょうか。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 基本的に２８年度，今年度の体制でいきますと，ＡＬＴ

１人固定をしているのは竹原中学校です。幼稚園も一緒に行っていますが，それ以外のと

ころについては複数校に配置をしております。できるだけ集中というよりは，委員さんお

っしゃるように，できるだけ週の中で，例えば２週間ぶりにＡＬＴが来ましたとかという

ようなことにならないように，短い時間でも多くの学校に週の間にたくさん配置ができる

ような，そういった組み方というものを基本的にはしております。比較的クラス数が多い

といいますか，小学校でも２学級が最大でございますが，そういったところについては週

の中で複数回ＡＬＴが行くというような状況になりますが，多くの場合は１週間のうちに

全く配置がないということは決してございません。１回ないし２回，多いところは３回と

いう配置を今年度の場合はしておりますし，来年度もそういった方向で配置をしていきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

 宇野委員。 

委員（宇野武則君） この中で消耗品費が７件ほどあるのですが，これは基本的には市内

業者にお願いしているということで理解していいですか。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 基本的には市内業者でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 教育指導費，続いて２０２ページ，２０３ページで，２０５ペー

ジの上段までございます。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） １つは，２０３ページの小中一貫教育の経費なのですが，端的に聞

きたいのは，この新年度予算で小中一貫教育の内容そのものの保護者なり関係者への説明

というのですか，これが私は２８年度，今年度なり前年度含めて極めて不十分だし，やら
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れていないというふうに私は受けとめているわけですけれども，この経費の中にそういう

教育内容そのものが，小中一貫教育のそのものが入っているのかどうか，そういった説明

をお願いしたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） この経費の中に，予算の中には入っておりませんが，

様々な保護者への準備委員会も含めた会であるとか，あるいは様々な保護者対象の保護者

会等を，そういった中での啓発，説明，準備等を今後もしていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） ２０５もよかったですよね。 

委員長（高重洋介君） ２０５の上段までです。 

委員（松本 進君） それで，次の２０５ページの一番上の道徳教育の改善充実というこ

となんですが，これは総合対策事業ということで，具体的にどういった内容なのかなと，

新たなこういった事業みたいなのでどういうことなのかなということと，あとそういう

……。 

委員長（高重洋介君） 一問一答でお願いします。 

委員（松本 進君） この評価もどういうふうにしているのかなというのをあわせて聞き

たかったです。 

委員長（高重洋介君） 内容と評価ということですね。 

 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 「道徳教育改善・充実」総合対策事業，いわゆる広島県

が行っている事業でございます。１０分の１０，県から予算が出るものでございます。 

 これは，平成２８年度，今年度からこの事業を市として受けております。具体的には，

この事業については３種類あります。小学校のみ，小学校でグループを組むもの，あるい

は小学校と中学校が連携をするもの，そして学校と地域が連携するものというのがござい

ますが，竹原市が受けているのは，具体的には忠海小学校と忠海中学校，いわゆる学区で

受けるというものでございます。忠海小学校，中学校において１名，簡単に言えば道徳担

当の加配教員の措置をいただき，その加配教員が小学校にも中学校にもどの全ての道徳の

授業に学級担任と一緒に道徳教育の充実のために授業に入っていくというものでございま
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す。 

 来年度につきましても，これは今希望を上げているということでございます。当然のこ

とながら，加配の措置等の決定については，まだこの時期は決定しておりませんので，決

定されれば継続して忠海小学校，忠海中学校でこの事業を進めていきたいというふうに考

えております。 

 成果検証でございますが，道徳の中身なのでなかなか数値ということは難しい状況には

ございますが，基本的に忠海が進めているのは，郷土，郷土を愛する子どもたち，そして

その中で自分の生き方を育んでいく，考えていくというような中身を２８年度は進めてま

いりました。県の教育委員会豊かな心育成課の方からも指導を仰ぎながら，その成果検証

を進めているところでございます。 

 なお，まだ確定ではございませんが，来年度，２９年度については，道徳教育に関わっ

て全県を対象とした大きな研修，あるいは研究会を，是非竹原市の忠海でというような今

話もあるというところも含めて，２８年度については研究については順調な進捗ではなか

ったかなというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 評価に関わって再質問しますけれども，端的に言えば評価はしない

というふうに受け取っていいのでしょうか。確かに難しいというのは私もわかるし，特に

郷土愛を育むとか内心に関わる問題で，だからそこはなかなか，それではどこまで自分は

わかっているのかと，あなたはわかっているのかというのが，その評価という一つの俗っ

ぽい言い方すれば大変難しい問題であるからということで，要するに評価はしないという

ふうに受けとめていいのですね。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 評価につきましては，まずは学校評価の中で小学生，中

学生，それぞれ道徳教育に関わる自己評価をさせます。そして，保護者にも保護者評価を

していただきます。また，教員自体も様々な項目において評価をしていきます。そして，

この事業につきましても県の方に計画書を出しておりますので，それについて今成果をま

とめているところでございます。それをもって県の方からも評価をいただくというような

今後の運びになろうかというふうに思っております。 

 以上です。 
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委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 最後にしますけど，要するに評価が難しいという，端的に言えば評

価ができないものを小中，保護者とかいろいろ評価するというようなニュアンスで聞こえ

るから，その評価の基準が難しいのにどうやって評価するのかなというのが，最後に確認

だけ。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 道徳の時間に関わる評価でございますので，点数が出る

とかということにはなりません。しかしながら，例えば今の郷土愛であれば忠海を，簡単

に言えばふるさとをどのくらい愛しているとか，あるいは学校をどのくらい大事に思って

いるとか，友人関係も含めて様々な詳細のアンケートをとります。そういった中でのアン

ケートの結果によって，平成２７年度と２８年度の推移を図りながら結果を検証するとい

うことでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） では，最後の質問で。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） いやいや，私が率直にさっき言った評価しにくいものをどうやって

評価するのかということで，例えば今率直にあなたの言われたような子どもとしてどれだ

けふるさとを愛しているか，郷土愛を持っているかというのが，それは数値的には難しい

というのは率直に言われるし，わからないものをどうやってやらすのかなということで

す。何のためにこういうことをやるのかなと。確かにいろんな友達とかいろんな市民道徳

とかという言い方はありますけれども，わかりやすく言えば評価しにくいものを，ふるさ

との郷土愛，どれだけ身についているか，愛しているかとか，その評価がはっきりわかり

ませんよね。 

委員長（高重洋介君） 簡潔に答弁をお願いいたします。 

 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 道徳の時間の目的としましては，委員さんおっしゃるよ

うに，なかなかすぐに評価しにくいというものがあろうかと思います。その道徳の時間に

身につけたものを，自己の生き方に反映させていくというのが道徳の時間の本質だという

ふうに思っております。今後将来のところにも反映していきますが，そうは言いながらも

現時点で評価をすると，あるいは検証していくということになると，様々なそういった項



- 106 - 

目において見取らざるを得ないというようなところもございます。この県の事業として

は，道徳の時間の充実発展のために行っているもので，この忠海の小学校，中学校におい

ては，道徳の時間を通じて小中一貫教育の充実を図っているという側面もあろうかという

ふうに思っております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） その他。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） ２０３ページの一番上の８，協力者報酬１２０万円ですが，この中

身を。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 協力者報酬でございますが，これは読書活動推進委員に

関わるものでございます。平成２８年度から２名の方をお願いし，学校司書に関わる業務

をしていただいている，その内容でございます。 

委員長（高重洋介君） 今田委員。 

委員（今田佳男君） 今のは了解しました。 

 もう一つ，７番の小中一貫教育に要する経費の１４番，車借上料２７０万円，この中身

をお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 小中一貫教育に要する経費のうち，１４番車借上料でござ

います。 

 現在小中一貫校の開校に向けまして，中学校での施設の工事が進んでいるところでござ

います。その際，工事の現場となりますので学校のグラウンドが使えない状況にございま

す。そのため，クラブ活動等を行う場合には他の場所を求める必要がございます。具体に

は，野球部でありますとか陸上部，そういったクラブを行うために市内の他のグラウンド

を借用いたしまして，そちらに部員を輸送するためのバスの借上代でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他。 

 副委員長。 

副委員長（川本 円君） ２０３ページの上から６つ，７つ目ぐらいですが，１９番スク
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ールサポーター負担金５６０万８，０００円についてお伺いします。 

 金額的には昨年度と同じ金額になっておりますが，たしかこれ，県警ＯＢの方が２名来

られてというお話だと思いますが，現時点の現状，スクールサポーターの現状とその成果

についてお伺いをいたします。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） スクールサポーターについてでございます。 

 スクールサポーターにつきましては，当初は竹原中学校を重点的にということで運用し

ておりました。平成２６年度，平成２７年度につきましては，他の３中学校，そして市内

の小学校にも巡回をしていただいているという状況がございましたが，平成２８年度につ

きましては，竹原中学校１校を基本的には集中して配置をしております。竹原警察，広島

県警等との円滑な連携も含めて，このスクールサポーターについては竹原中学校の状況に

ついて毎日巡視をしてもらっていますが，その内容について，学校と毎日，まずスクール

サポーターが竹原中学校に朝行った時と，そして帰る時，１日２回の連携，そして教育委

員会とも朝，それから夕方２回の連携をしながら，子どもの状況等について検証している

ところでございます。 

 また，保護者への学校からの連携等についても，場合によればスクールサポーターにも

入っていただき，指導していただいているという状況もございます。様々な問題行動等が

このスクールサポーターの配置によって大きく減少しているかどうかというところでござ

いますが，大きな事案については確かに少なくなってきています。しかしながら，大きい

小さいではございませんが，生徒間のトラブル，問題行動等々についてはなかなか減少で

きていないというような状況もございますので，次年度に向けてもさらに充実発展をさせ

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 副委員長。 

副委員長（川本 円君） なかなか問題行動に対して大きな成果が出ていないというふう

にお聞きしました。 

 スクールサポーターのそもそもの役割，今言われたように学校の先生がやる範囲とそう

ではない範囲というふうにいろんな分かれ目が，微妙なところがあると思うのですが，こ

こで私が言いたいのは，金額についてどうよこうよ，高いとか安いとかではなくて，今現

在竹原中学校にそのスクールサポーター２名分をどうしても常駐しておかなければいけな
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い状態なのかどうかというのをお聞きしたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 現状においては，スクールサポーター２名を配置してい

くことが竹原中学校の生徒が安心・安全な状況で学校生活を送れる状況に今なり得ている

というふうに認識をしております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） では，最後の質問にさせていただきます。 

副委員長（川本 円君） ありがとうございます。 

 ということは，これからもこの予算を計上した上でずっとやっていくと。お話の中で今

竹中のみというところでやるということですね。ほかの学校区，中学校，小学校も含め

て，そこら辺はもう問題ないのかということと，もう一つ，悪い言い方ですけど，県警の

ＯＢの天下り先の温床にはなっていないのか，これが一番僕は気になるのですけど，これ

についてはどういうふうに思われますか。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） まず，今後も今のような状況であれば，ずっとスクール

サポーターを配置していくのかということでございますが，予算的なことであるとか様々

な運用の仕方であるとか，全く課題がないわけではございません。そういったことも踏ま

えて，平成２９年度については今のスクールサポーターの配置を継続していきたいという

ふうに思っておりますが，それ以降については，継続も含めてではございますが，ほかの

支援の仕方等々も考えていかないといけないというふうに考えております。 

 それから，竹原中学校に限定したものかということでございますが，これは各学校の実

態に応じて臨機応変に対応をしてまいります。今年度についても，当然のことながら市内

の他の１２校において，突発的な事案であるとか，あるいはどうしても職員へいろんな形

で，いわゆる警察ＯＢという形で連携や指導をしてもらいたいというような時には，急遽

学校配置を変更して他の学校に行っていただくということは何度もございました。なの

で，もう当初の契約から竹原中学校だけということでは当然ございません。場合によって

は他の学校への配置も考えないといけないような状況があれば，そこは臨機応変に対応し

ていきたいというふうに思います。 

 最後の警察ＯＢの配置に関わってでございますが，私どもといたしましてはそういった

ことは認識をしておりませんが，教育委員会としてメリットがある形でこの制度を運用し
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ていきたいというふうに思っております。ですから，より学校にとって運用しやすいよう

な中身というものを今までもずっと検討してまいりましたが，最初の御質問に戻ります

が，そういったことも含めてこれからの制度設計というものも考えていかないといけない

というふうに考えております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

 宇野委員。 

委員（宇野武則君） 私もこの２人の方ともちょくちょくお話しするのですが，自殺対策

にしてもこの問題にしても，少年課というところがありますが，いろいろな経験を持って

おられるので，今竹中が若干問題があるのだろうというふうに思えますが，全市的に学校

の先生と腹を割って話をするような体制，事例を見てわかるように，何か大きな問題があ

ったら，全く先生なんかも余り知っていたのか知らなかったのか関知しないような報道の

方が多いので，そこらはそういうことが絶対あってはならないので，私は少年課の方は非

常に即戦力としていいような理解をしているのですが，しっかり連携とってやるようにし

てください。 

委員長（高重洋介君） いいですか，答弁。 

委員（宇野武則君） はい。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，続いて参ります。 

 ２０４ページ，２０５ページ中段です。就学奨励費のところです。 

 ありませんか，中段，奨学金です。いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，その下，下段，小中一貫校整備費。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） ここは担当委員会で視察に行ったり，宿題といいますか，聞きたい

のは，工事費が新年度予算措置されているわけで，工事も見に行きました。それで，そこ

で宿題というふうにしていたのは，学校の施設整備では小学校，中学校，それぞれ整備の

基準はあるけれども，小中一貫，一緒にやるような基準はないということは申し上げまし

た。それで，そこをどういう整理して今工事やっているか，施設整備ということになるわ
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けですから，それは体育館とか運動場とかプールとか理科，音楽教室，それぞれ教室の基

準がありますよね。ですから，そこをどういうふうに整理されているのかなというのが資

料としてあれば出していただきたいのが一つです。 

 どうぞ，どうでしょうか。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 小学校及び中学校の設置基準についての御質問と思われま

す。 

 ただいま吉名小学校，中学校，義務教育学校の整備を行っているところでございます

が，それぞれ小学校の設置基準，また中学校の設置基準，それぞれの条件に合うようなこ

とで現在の整備を行っているところでございます。条件には，教室，運動場，校舎の面積

は一定以上の面積が必要ということになっておりますが，これは小学校の設置基準，また

中学校の設置基準，それぞれの条件をクリアしております。 

 また，備えるべき施設につきましては，教室の普通教室，特別教室のほか，図書室であ

りますとか保健室，職員室を整備するようになっております。こちらにつきましては，そ

れぞれで小学校，中学校と設けるというようなことにはなかなかならないということがご

ざいます。そこは，図書室，保健室，職員室はそれぞれ共通したものを設置すべきという

ことでございます。そこが小学校及び中学校の設置基準の特別な事情に当たろうかと思っ

ております。これにつきましては，学校間の連携，小学校及び中学校の方で協議をしてい

ただきまして，併用しても教育上及び安全上支障がないということで判断いたしまして，

このような整備を進めているところでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） いろいろありますから，わかりやすく言えば，例えば体育館なら体

育館で小学校，中学校，それぞれ設置するようになっていますよね。それで，一貫校にす

るわけだから１つのということにしているのでしょうけども，そういう場合はいろんな工

夫も要るし，授業時間の小学校，中学校の体育のメニューがあるのでしょうから，そこと

どういうふうにかみ合わせるかというのはきちっと説明しないと，本来は小学校，中学

校，一貫校をやった場合は基準がなかったらそれぞれがつくるのかなという，体育館にし

ても。しかし，それは現実的に不可能ということもあるのでしょうから，その場合は１つ

のことにするけれども，いろんな授業の，どういうふうに差し支えないとか，そういう説



- 111 - 

明がないとおかしいのではないかなと思うし，例えばプールでも，前に１回事故があっ

て，小学校の生徒でしたか，飛び込みでという，飛び込み今禁止かどうか知りませんが，

飛び込みの分で事故があってというのがありました。ですから，普通でしたら小学校，中

学校，それぞれ成長過程に合ったようなプールの深さだとかというのがあるというふうに

私は理解しているのですけれども，それが１つになった場合はどうなる，だから今あなた

が言われるような安全上支障がないですよということの説明が要りますよね。それとか，

それは音楽にしても何にしても，それは音楽教室同じように使う場合だったら，成長過程

が違う，私らの素人考えで見た小学校，中学校，体格が違うのに同じような椅子とかそん

なので音楽とかそういう分ができるのかなというのが不安があるわけです。ですからそこ

は，例えば私らが見るのは，音楽でも同じ教室使うのだったら，それはその時は中学校に

合ったような椅子を入れかえますよとか教室でやりますよとかその都度やっていますよと

か，そういう説明があって，ああ，そうなのかというのが私らは理解するから，そういう

施設を一体化するための基準なり考え，どういうふうに安全上配慮したのかというのが説

明が要るのではないかなということです。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長，簡潔に答弁お願いいたします。 

教育振興課長（岡元紀行君） 施設の整備につきましては，今年度備品等の整備も考えて

いるところでございます。おっしゃられるように，小学校１年生と中学校３年生，確かに

体格差もあろうかと思いますので，そういったところはこれから備品等整備していく中

で，それぞれの子どもに対して授業を受けるのに不安がないようなことに努めてまいりた

いと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

委員（松本 進君） あと，体育館とかプールとか。 

委員長（高重洋介君） 予算の内容についての質疑で，できればお願いいたします。 

委員（松本 進君） 私が言いたいのは，校舎を一体にするわけではないですか。その３

億７，３００万円ぐらいで，あそこの施設を，器をつくるわけですから。本来は小学校，

中学校，さっき例としては体育館の例を言いました。体育館，それは小学校，中学校，そ

れぞれつくりなさいよというのがあって，それを一体にするわけだから，一体にした場合

は体育館はそれは一つだと思いますけれども，一つの整備しかしていないわけだから，そ

の場合は小学校，中学校はこういう授業のメニューで支障がないようにやっているから安

全上も配慮されてやっているよとかというのが説明してほしいなと思ったし，あとはプー
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ルなんかでも，それはここの中に入っていないのなら２つつくらないといけないというの

が必要だったらつくらないといけないし，そのことを言っているのよ。 

委員長（高重洋介君） 一般質問の中身になっていますので，また一般質問などでお願い

します。 

 また，プールは小学校と中学校，同じプールですけど，中に板を敷いて高さを変えてや

るということを前の議会でも説明をいただいておりますので。 

委員（松本 進君） そこはいいです。 

委員長（高重洋介君） 時間の都合もありますので，また一般質問の方でお願いいたしま

す。 

 そのほかございませんか。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） 今の小中一貫，１２番の手数料３２７万９，０００円の中身をお願

いします。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 小中一貫校施設整備に係る経費のうち，手数料の内訳でご

ざいます。こちらにつきましては，施設の整備を行いまして，その後敷地におけます敷

地，また敷地の周辺等に樹木等がかなり生えている状況がございます。そうしたところの

敷地の伐採作業，また敷地内の草刈り作業，こういったものを見込んでいるものでござい

ます。 

 また，パソコン等を移設する予定でございますので，そうしたところの回線の再設定の

手数料を見込んでいるものでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，一旦ここで１１時２０分まで休憩をとらせていただき

ます。 

              午前１１時１２分 休憩 

              午前１１時１８分 再開 

委員長（高重洋介君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 
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 それでは，２０６ページ，学校管理費を行きたいと思います。 

 まず，２０６ページ，２０９ページの中段まで行きたいと思います。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） ２０７ページの学校運営に関する分なのですが，この中に臨時職員

賃金というのが４，８００万円余り含まれています。それで，いろいろ私も資料なんかも

出していますけれども，これは去年の決算資料で市費の臨時職員が４３人とか正職員が１

人とかというような，一つの例であります。ですから，この予算措置の臨時職員の内容は

どういう内容なのかと，何人でその学校はどういうふうに配置されるのかということがお

尋ねしたいのと，それと……。 

委員長（高重洋介君） 一問一答でお願いします。 

 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 小学校における臨時職員の賃金の内訳でございます。 

 平成２９年度におきましては，臨時職員を４５人見込んでいるところでございます。 

 その内訳といたしまして，用務員９名，介助員２８名，公務補助員７名，事務職員１名

を見込んでいるところでございます。用務員につきましては，正規職員が通常いない学校

の配置，また介助員につきましては，肢体不自由等学校生活に対して不自由ある児童生徒

に対して介助をつけるものであります。公務補助員につきましては，給食の配膳員という

ことで御理解ください。そして，事務職員が配置されない学校に配置を予定をしておりま

す。計４５名でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 私が今思うのでは，例えばこの中に部活なら部活を外部指導者を雇

って先生の負担を，労働時間を軽くするとか，その時間を軽くするとかというのを今まで

やってきたのですが，文科省の通知で，４月１日から部活を，外部指導者を……。 

委員長（高重洋介君） 小学校に部活はないですよ。 

委員（松本 進君） それでは，ここは違うのか。ごめんなさい。 

 そういった，要するに負担軽減のための臨時職員，事務とかいろいろありますよね，そ

こらはこの中には入っていないということですか。部活はまた別。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 小学校費でございます。 
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 臨時職員の賃金の中に部活の指導等は予算化されておりません。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） そのほかはいいですか。 

 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 今の臨時職員賃金，去年が４，６９８万８，０００円で１２２万

７，０００円の増になるのか。今年はだから増えているということ，それとも賃金が上が

ったということ。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 臨時職員の賃金でございます。 

 先ほど申し上げました２９年度は，４５名の臨時職員を見込んでおります。平成２８年

度におきましては，４３人の臨時職員を雇用しております。その差でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） そのほか。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） その下から３番目のプール管理委託料２２５万７，０００円の内訳

をお願いします。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） プール管理委託料でございます。こちらにつきましては，

夏休みにおけますプールを地元の小学校，子ども会に開放をいたしております。その際

に，プールのろ過器でありますとか水質でありますとか，そういった部分を管理していた

だくための管理委託料でございます。これ，全てのプールを設置している小学校を対象と

しています。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 今田委員。 

委員（今田佳男君） 地元の方が，例えば朝行って掃除をされたりとかということで，見

張りというか，子どもを見ているというのは大体保護者が見ているのだと思うのですけ

ど，だからそういった清掃とかああいった人おられますよね，やられる，そういう人たち

にお渡しするという考え方でいいのですか。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 今委員がおっしゃるように，プールの清掃でありますと
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か，また水質検査，残留塩素等をはかったり，またろ過器，プールの水質を改善するため

のろ過器がございます。そういったものの管理をするものでございます。多くはシルバー

人材センター等にその管理を委託しているところでございます。また，地元の方でそうい

ったところを管理される場合は，地元の方でお願いをしている場合もございますが，多く

はシルバー人材センターでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 宇野委員。 

委員（宇野武則君） エレベーター管理委託料３１３万９，０００円ですが，これは各施

設にある，一括して予算計上しているのですか。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） エレベーター管理委託料でございます。 

 これは市内の小学校に１４台ございます。こちらは常用のもの，または給食等運搬する

ためのリフト，そういったものがございます。現在はそれぞれの設置業者，設置者に管理

の方も委託をしている状況でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 宇野委員。 

委員（宇野武則君） 昔吉名中学校を建てる折に，これは賛成，反対があったのよ，エレ

ベーター。障害者が１人おられて，地元の議員さんの要望でやったことがあるのだが，実

際は２階へ上がったり３階へ上がったするのは足を使う方が子どものためにはいいと思う

のだが，そういう必要性がないエレベーターも全部ここへずっと稼働しているということ

ですか。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 設置しているエレベーターについては，全て稼働してお

り，管理をしているところでございます。しかしながら，通常そのエレベーターが必要な

い児童生徒の階段の昇降については，当然階段を上って降りていただくようには学校の方

で指導していただいているものと思います。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 宇野委員，いいですか。 

委員（宇野武則君） いいです。 

委員長（高重洋介君） そのほか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，２０８ページ，９ページ下段，教育振興費，

次のページ，２１１ページまでございます。 

 質疑のある方。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） ２１１ページの一番下，遠距離通学費２２８万４，０００円，この

内容をお願いします。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） これにつきましては，現在小学校部分につきましては，

忠海小学校がバスで通っている児童，それから荘野小学校，旧田万里小学校，田万里地区

からバスで通っている児童に関わっての費用でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 そのほか。 

 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 済みません，２０９ページに戻ってください。 

 教材整備の図書購入費，１の１８，図書の購入費は１５０万円，これは今年はどこの学

校でしょうか。何冊か。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 具体的に何冊ということは，ただいま掌握できておりま

せんが，これにつきましては全校でございます。全校に図書購入費を振り分けて毎年図書

購入をしていただいているという状況でございます。年度年度で学校を振り分けていると

いうことではございません。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 以前中通小学校が冊数が足りないということで入れたのですけど

も，今の状況はそういう，もう古いものを廃棄して数が足りないという学校はないという

ことでよろしいですか。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 標準冊数につきましては，小学校，中学校含めて数は足
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りております。今は質を高めるというところを進めているところでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 私は，教材備品に関わる分と就学援助に関わる分なのですが，教材

整備で言えば，この予算措置で各保護者の負担というのはどういう変化をするのかという

ことと，就学援助の分もいいですか。これで対象者数と認定率についてお伺いしたいと。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 就学援助でございますが……。 

委員長（高重洋介君） 松本委員，ここは保護者の負担を減らす経費ではないので，質問

の内容が。 

委員（松本 進君） 教材備品などの消耗品費がある，教材について。その予算措置とし

て，あとその保護者負担の分はどうなるかと。今わかれば聞きたい。 

委員長（高重洋介君） これは中学校……。 

委員（松本 進君） いや，小学校，中学校それぞれあるのですけど。 

委員長（高重洋介君） だから，小学校も中学校も同じようなことですよね。１回にまと

めてください。 

学校教育課長（九十九邦守君） 済みません，小学校につきましては，平成２８年度の現

時点での認定数が１６６件，認定率が１４．６５％でございます。２９年度の見込みとい

たしましては，件数では１７０件を今見込みとして予算設定をさせていただいておりま

す。 

 保護者の負担ということでございますが，２８年度に準じての支給項目と考えておりま

すので，具体的な保護者負担の額というものではございませんが，補助については同額を

想定をしております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 就学援助からありましたけれども，確かに予算措置の件数と認定率

も上がっているというふうな状況でありますけれども，それとそういった子どもたちの置

かれた経済環境が悪化しているから増えるというような認識なのかという確認と，あとは

もう一つは，この就学援助費で前から拡充しているかどうかというので，クラブ活動費と
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か国の方はそういう対象を拡大しているのだけども，市の方はまだしていないというのが

ありましたよね。それで，私がそこは国としては一応理屈上は拡充したのだから需要額の

中に入っている，国からはもらっているけれども，具体的に市がやっていないではないか

と，それはやるためには持ち出しが要るのは承知しているのですけれども，そこの拡充を

図られているかどうかというのがこの就学援助費の関連と。 

 あとは，入学準備金というのですか。 

委員長（高重洋介君） 一問一答でお願いします。 

委員（松本 進君） そうですか，それでは。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 委員さんおっしゃるように，国の方で設定はしてありま

すが，県内の状況の中で，３項目については現在２つの自治体で援助をしているという状

況は把握をしております。そういったことも含めて，認定率，認定基準のその基準をどこ

に置いていくかということもございますので，他市町の状況も勘案して検討していきたい

と思います。来年度につきましては，項目を増やしていくということは現時点では検討は

しておりません。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員，最後の質問とさせていただきます。 

委員（松本 進君） 最後の質問ですが，１つはさっき言ったクラブ活動は中学校でしょ

うけど，ＰＴＡとか生徒会費とか，そういったいろんな分の会費が小学校の対象であれば

拡充する必要があるのではないかということで答弁を求めました。 

 それともう一つは，この入学支度金，準備金というのですか，これはいろいろ聞いてい

る分では，制度上は新年度に入って請求があって出すということで，準備金だったら遅れ

るというのですが，そこは早目に出しているという自治体があると聞いたものですから，

文科省もそういう通知が出て，入学準備金の前倒しといいますか，通常だったら５月，６

月になるけれども，それを早目に前倒しという言い方がいいのでしょうから，そういった

対応がとられないのかなということについて，その点は御答弁願えればと。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 現時点では前倒しというような対応を予定はしておりま

せん。 

 以上です。 



- 119 - 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 就学援助費，かつて生活保護費の支給基準の切り下げが行われた時

に，その生活保護基準の引き下げに合わせてこの就学援助費を合わせる，引き下げるとい

うようなことが全国的に問題となったのだけど，竹原市はこの点については従前どおりの

基準なのかどうか，この点についてお願いします。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 国の引き下げに伴って，市も同様の措置をとったかとい

うことでございますが，市としては引き下げは現状では行っておりません。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 同じく２１１ページの２０の遠距離通学費，これが前年に比べて１

７．７％増えているが，これは生徒数が増えたというふうに理解してよろしいですか，ど

うですか。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 忠海小学校区において，具体的に言いますと忠海団地に

ついて，この通学の援助の支給対象が拡大をいたしました。そういったことも含めて，児

童数の関係，児童数の推移でございます。２８年度と２９年度と支給対象が変わるという

ことではございません。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 基本的に通学援助は２キロ以上だったよね。忠海団地と忠海小中学

校は，キロ数にして２キロを超えているのですか，超えていないのですか。 

 超えてないのだから，はっきり言えばいいよ。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 支給対象は４キロでございます。４キロは超えておりま

せん。 

委員（宮原忠行君） わかりました。 

委員長（高重洋介君） そのほか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（高重洋介君） それでは，２１２ページ，１３ページの中学校費，学校管理費，

２１５ページの中段までございます。次のページの中段までございます。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） この学校運営の臨時職員賃金，先ほどちょっと言いましたけども，

この予算措置の内容と，もう一つはこれが関連あれば聞いているのですけれども，今年の

４月から部活を充てるのに臨時職員でやっている，ここに入っているのではないかと思っ

て聞くのですが，部活の指導者を，指導員，指導職員ですか，それを雇うといいますか，

ついてもらって先生の負担を軽減するということの対応はされているのかなということを

聞いておきたい。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 臨時職員の賃金でございます。 

 こちらにつきましては，１５人を見込んでおります。その内訳といたしましては，事務

職員１，介助員７，用務員３枚，公務補助員４でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） いいですか，松本委員。 

委員（松本 進君） 部活に関わる部活支援員もう一回。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） いわゆるクラブ講師でございますが，これにつきまして

は８の講師報酬，ここで対応させていただいております。具体的には中学校において，今

年度でいいますと計２７７回講師の方に来ていただいております。具体的には３中学校に

関わって実績がございます。次年度につきましても予算の設定はしておりますが，人事異

動等もあって，各学校の体制が整う中で校長と連携をとりながら，この点については学校

の，特に部活動の支援をしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） その３中学校への講師派遣ということでしたけども，具体的にどう

いった活動内容のクラブなのかというのと，それでその配置によって先生方の時間，一番

気になるのは，そこの先生が対応されていたのがなくなって軽減になったよというのが見

える形での点があれば報告してもらえれば。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 
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学校教育課長（九十九邦守君） 具体的には，忠海中学校がソフトテニス部，それから野

球部，竹原中学校がバレーボール部，バスケットボール部，華道部――花です――それか

ら茶道部――お茶――野球部，賀茂川中学校がバレーボール部，野球部でございます。 

 時間的な教職員の軽減ということになりますと，一般質問の時にもお答えをさせていた

だいたように，クラブ講師がつけば学校の教職員がつかなくてもいいということはござい

ませんので，時間的な物理的な軽減ということはなかなか難しいと思います。しかしなが

ら，専門的な指導というところで多大な御支援をしていただいているところでございま

す。そういう面では，もちろん部活動というのはただ教員がついて見守っていればいいと

いうことではなくて，専門的な内容等を指導していく中で人間形成を図っているものでご

ざいますので，そういった意味では大きな支援になっているというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） いろいろ資料を見てみますと，今年の４月から文科省が法制化した

と，部活動指導員として学校教育法施行規則に明記して４月から実施しますよということ

で私は聞いているわけです。それと，今までやっている分と，この４月から法制化して部

活の新たな職員配置，先生配置というのか，これとは違っている内容で，これは実施まだ

されていないのかなという，そこの確認をさせてください。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 指導している中での安全管理であるとか様々な児童生徒

への責任であるとかというところについては，県の教育委員会ともしっかりと連携をした

中で，県内の自治体としては部活動講師の対応については検討していきたいというふうに

思っておりますので，今後とも県の教育委員会とそのあたりの内容についてはしっかりと

整理をし，部活動講師が単独で部活動指導をすることができるその是非についても，制度

設計も含めて研究していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） そのほか。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 小学校費のところで聞けばよかったのですけども，中学校費も同じ

ことなので。臨時職員の賃金のそれぞれの単価と時間，時間給ではかっているのか何では



- 122 - 

かっているかわかりませんが，要するに１，３７５万３，０００円の具体的な算出根拠を

教えてください。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 失礼しました。 

 臨時職員の賃金の単価でございます。 

 まずは，事務職員につきましては，これは日給でございますが，１日５，０００円，時

間は５時間でございます。これの２０４日を見込んでおります。 

 また，介助員につきましては，こちらは児童生徒が，中学校費でありますから生徒です

けれども，学校にいる時間ということになっております。こちらにつきましては，５時

間，または６時間というのが通常でございますので，５，０００円，これ時給にいたしま

すと１，０００円ということになりますが，５，０００円が６０日，６，０００円で１４

３日，これを見込んでおります。 

 臨時用務員でございますが，こちらは日４時間の勤務となります。時給１，０００円，

日給で４，０００円ということになります。こちらは年間２０５日の勤務を見込んでいる

ところでございます。 

 そして，公務補助員，公務補助員は給食センターからの給食の配送，配膳ということで

ございますので，１日３時間の勤務を見込んでおります。時給１，０００円，３，０００

円の年間２０３日を見込んでいるところでございます。それにあわせて，それぞれ交通

費，これは職員のそれぞれの通勤に関わるもの，個別なものですから，その距離に応じた

単価を支給するようにしています。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，２１４ページ，１５ページ，下段の教育振興費，２１

７ページまで続いております。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 教材備品というので小学校で聞きましたけれども，それに関わるの

ですが，ここに教材整備が消耗品とか学校用備品があります。私が聞きたいのは，この予

算措置によって保護者の学校教材の負担といいますか，これがどう変わるかということを
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お尋ねしているわけです。それで，ちょっと言っておくと，今年は予算資料ができなかっ

たものですから，例えば去年の予算資料の分で見ると，賀茂川中学校では月額学級教材費

が，保護者負担が，平均でしょうけども月額２，３１８円，こういった分が影響がどうな

るかということをまず聞きたいということと，就学援助費は，２項目めですけど，数と認

定率をまた聞きたいということです。 

委員長（高重洋介君） 答弁お願いします。 

 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 保護者負担額については具体的な数字は出せませんが，

今年度と同様の，消耗品費にしても学校用備品，図書購入費につきましても，内容的には

変わらないものでございます。基本的には保護者負担ができるだけ引き下げられるよう

に，抑えられるような状況で学校運営をしていただくよう校長の方には指導しているとこ

ろでございます。 

 中学校の準要保護の認定でございます。 

 平成２８年度につきましては，中学校は現在のところ９５件の認定でございます。認定

率としては１６．６１％でございます。平成２９年度の見込みでございますが，中学校で

は１０４件を見込んでおります。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 保護者負担の分のことなのですが，いろいろ私がここで繰り返し予

算の時に言っているのは，副教材とか保護者負担の中の教材の中に……。 

委員長（高重洋介君） マイクつけてください。 

委員（松本 進君） 副教材というので，それがなくて授業ができるならいいのだけど

も，現実的には先生が指導するような副教材もないと授業が進められないということを前

提にして私は言っております。その場合は，義務教育の無償化という観点から，それはゼ

ロが一番いいのですけれども，そこを今あなたの方は保護者の負担を低くするようなこと

を校長に言っているということでしたけども，副教材で必要がない，それがなくても授業

ができるというのなら別なのだけど，そうではなくて，もう実質準教材というのですか，

それがなかったら教育できないというような言い方しているのですけれども，という面か

ら見たら無償化という原則に近づける努力が要るのではないかということで，市のこうい
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った，先ほど言った中学校では，賀茂川中学校では月額２，３００円，年間にしては相当

要りますよね。忠中でも１，８９０円，それが月額ですから，それだけ負担が強いられて

いると，負担せざるを得ないという観点から見て，現実から見てその無償化ということの

ギャップがあるのではないかということの考えを聞いておきたい。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 副教材がなくて授業ができるかということですが，でき

るできないで言えば，もちろんできます。教科書があれば授業はできます。しかしなが

ら，より内容，質を含めて教科担任等が校長の許可を得て副教材を使用して，より効果的

な教育内容にしていこうということは，教育委員会としても認知をしているところでござ

います。しかしながら，やみくもに市販の教材を利用して授業を進めていくということで

はなくて，できるだけ自作，あるいはそういった内容等を授業者の方が創意工夫してやっ

ていくということが第一義でございます。しかしながら，より効果的な授業を進めていく

ために教育委員会への届けをして，副教材を活用している状況でございます。保護者には

できるだけ負担を軽減していくような方向で進めたいと思いますが，一定の負担について

は保護者に御理解をいただいているという現状でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 竹橋委員。 

委員（竹橋和彦君） 教材整備で図書購入費，前年が３９４万５，０００円で，２１５ペ

ージ，１番，中学校図書購入費です。昨年３９４万５，０００円，今年度が１２５万円，

この３分の１になった理由が，それとも去年何か大きな購入すべきものがあったのか，そ

こらについて。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 平成２８年度につきましては，教科書改訂の時期でござ

いました。そういった意味で，指導書等も全て改訂をいたしますので，それに関わる経費

が昨年度はございました。今年度につきましては，そういった指導書はございませんの

で，それを差し引いた額というふうに御理解いただければと思います。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 竹橋委員。 

委員（竹橋和彦君） ということは，その下がった部分が指導書の図書購入費だという理

解してよろしいのでしょうね。 
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委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他。 

 副委員長。 

副委員長（川本 円君） 先ほどから言っている教材整備に要する経費の中で，確認なの

ですけど，消耗費並びに学校用備品，このあたりは子どもに買い与えるために設けた数字

なのでしょうか。それとも学校単位で使うからこの経費を上げている，またはこのクラス

単位でどうしても要るから上げているお金なのか。先ほど松本委員の議論の中には，保護

者の負担にはなっていないじゃないかという話になるのですが，これに直接関わる数字な

のでしょうか。その確認だけお願いします。 

委員長（高重洋介君） 学校教育課長。 

学校教育課長（九十九邦守君） 基本的には，各学級でということではなくて，大きな学

校単位の中で学校全体としての消耗品費，あるいは備品ということでございますので，保

護者に負担をしていただいているのは，それぞれ児童生徒に関わる学級での消耗品とかと

いうものでございますので，ここは学校全体というふうに御理解いただければと思いま

す。 

副委員長（川本 円君） わかりました。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 そのほかありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，２１８，１９ページの幼稚園費，２２１ページの中段

まであります。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） まず，臨時職員の賃金について，この内訳をお伺いしておきたい

と。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 臨時職員の賃金の内訳でございます。 

 臨時職員は７名を予定をしております。内訳といたしまして，臨時の養護教諭１名，介

助員３名，幼稚園教諭１名，また教諭の代替えとしての教諭２名の７名でございます。昨

年と比較いたしまして，介助員が１名増となっております。 

 以上です。 
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委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） これもさっきと同じように算出根拠と，それから介助員が１名増に

なった要因について。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 臨時職員の単価についてでございます。 

 代替えの教諭につきましては，１日５時間ということでございますが，幼稚園免許を持

っている者ということで６，４８０円を見込んでおります。４５日間を見込んでいるもの

でございます。 

 また，臨時教諭につきましては，時間が５時間，こちらは５，４００円，７４日を見込

んでおります。 

 介助員につきましては，１日５時間５，０００円で１９８日を見込んでおります。 

 養護教諭につきましては，１日，これは８時間勤務となります。８，３４０円の２０３

日を見込んでいるものでございます。介助員の配置につきましては，昨年度の途中からで

すけれども，途中から介助が必要であるというふうな認定がありました。そのため，その

園児がそのまま園に残るということで１名増をするものでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） それと，もう一つお伺いしたいのは時間外勤務手当です。 

 一昨年の決算では，幼稚園の時間外勤務手当４８万１，８７２円が決算で計上されてい

ます。ついでですけども，小学校管理費で２万３，８４０円，中学校管理費で６万２，８

３４円，これが決算なのですけども，新年度予算にはこの小学校，中学校，幼稚園の時間

外勤務手当が計上されていないのですが，それはどこに入っているか。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 人事管理に要する経費，時間外勤務手当につきましては，

人事係の方で積算をしていただいているところでございます。しかしながら，勤務の中で

時間外勤務が発生した場合におきましては，この予算のうちで，この当初の中に今計上は

できておりませんけれども，発生した場合には当然ながら支給をしていくというところで

ございます。費目としてはございませんが，支給はされるということでございます。そう

いう点で御理解いただければと思います。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 
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委員（脇本茂紀君） その場合，具体的に超勤命令というのは誰が発令して誰が現認をす

るということになっていますか。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 時間外勤務の命令につきましては，所属長が命令をするも

のでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） すると，園長が命令をするということで理解していいですね。それ

で学校の場合は校長が命令をするということで理解していいですか。 

 はい。では，ついでにそれに関連して，例えばこの教育委員会事務局費の時間外勤務手

当は２５０万円組まれていますよね。これ前回の決算では教育委員会事務局は２００万

１，０６５円なのです。５０万円もここで増えているのです，今回決算から比較すると。

この教育委員会事務局費の中の時間外勤務手当は，小学校費や中学校費や幼稚園費には充

当されていないのか，あるいはそれを加えたから今年２５０万円になっているのか，そこ

のところをお聞かせください。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 大変失礼いたしました。 

 事務局費の中に時間外勤務手当を計上しております。その中で，教育委員会の職員，そ

して出先機関，小学校，幼稚園の職員の時間外勤務手当につきましても，こちらの方から

支出しているところでございます。大変失礼いたしました。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員，最後の質問とさせてください。 

委員（脇本茂紀君） いや，そこがこれからの時間外勤務手当の管理に関して課題だと思

うのです。だから，今より現場が実際に発令をして，現場が現認をして時間外勤務手当を

申請する，その申請先は教育委員会事務局ということですよね。だから，総務課がそれを

掌握してということではなくて，少なくともこの小学校費，中学校費，幼稚園費に関して

は教育委員会事務局において掌握をされるというふうに理解していいですね。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 委員おっしゃるとおりです。時間外の命令につきまして

は，園長，所属長，校長が行うものでございますが，この現認については我々教育委員会

の方としても当然把握をしておくべきものであるというふうに理解しています。お願いし
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ます。 

委員長（高重洋介君） 以上をもって１時１０分まで休憩にしたいと思います。御苦労さ

までした。 

              午後０時０３分 休憩 

              午後１時０７分 再開 

委員長（高重洋介君） 午前中に引き続き委員会を再開をいたします。 

 ２２２ページ，２３ページをお開きください。 

 社会教育総務費になります。 

 質疑のある方は挙手にてお願いいたします。 

 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） ２２３ページの人事管理の経費で，一般職員が６人から５人に減っ

ている。それで，そのかわり時間外勤務手当，下から２行目の，これが６０万円増えてい

る。これ人員削減に無理があるのではない。そこら辺どがなのか。５０万円増えて２０％

増えている。ちょっと無理があるのではないかなと思うのだが。 

 そこら辺説明……。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 済みません，人事管理に要する経費の中で，昨年の当

初では６人ということで予算計上ありました。実際に今年の段階でも，今６人から５人と

いうふうな形で減っているというような状況でございます。それとあと，時間外の関係に

なりますけれども，いろいろ行事の方が，どうしても土日の方に重なったりとかというと

ころがございますので，一定には人数が，委員さんが言われましたように人数が減ってい

る点の中で幾分，若干時間外が増えているという状況であろうかというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） どっちにしても，今働き方改革だどうのこうの言われている中でワ

ーク・ライフ・バランスとかと言うけど，やっぱりワーク・ライフ・バランスだろう思う

のよ。それで，実は一般質問の時でも言ったかもわからないけど，実は社会教育におけ

る，今はない思うのだが，かつては普通の時は仕事せずに土日だけ働いて，私は竹原一の

残業を稼ぐ，私が一番高給とりよというような時代もあった。だから，そうしたことにな
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らないように十二分にそこら辺の，ずっと出ているけれども，確かに本人が申請するのだ

けど，私は例えば収納係長の時なんかは拒否していたこともある。そうしたことも含め

て，適正な時間外の管理というのは，超過勤務の管理というのは適正に，また同時に不払

いの超勤だと言われないような観点も踏まえながら適正な管理を求めたいと思いますが，

その点についていかがですか。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 時間外のことについてでございます。 

 これについては，時間外というところについては職員の事務の効率化でありますとかと

いうようなところを踏まえまして，実際に進行管理，そういうところを踏まえた中で適正

に行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，続いて公民館費の方に移ります。 

 ２２４，２５，２７ページの上段までです。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） ２２５の下から３番目，修繕料２９０万円，これ昨年と比較すると

大幅に減っているということになるのだと思うのですが，説明をお願いします。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 修繕料の関係で，前年度より減額になっているという

点についてでございます。今年については，公民館の関係の非常用の照明を臨時に修繕す

るという形で予算計上させていただいておりましたけれども，それが減額となっていると

いう形で，通常どおりの予算におおむねなっているということでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他ございませんか。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 公民館の館長報酬と公民館主事報酬の内訳というか，具体的な中身

を。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 
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文化生涯学習課長（堀信正純君） 公民館長の報酬と主事の報酬というところの内容とい

うところでございます。 

 これにつきましては，公民館長については月額が１１万２，３００円で１年間，１２カ

月でございます。これが１３館ありますので，それを積算にしております。公民館主事に

つきましては，月額が８万５，５００円の１２カ月分の１３館分で積算をしているという

ものでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） それで，館長と主事の勤務時間，あるいはその勤務実態というのを

どういうふうに把握されているかお伺いします。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 勤務実態ということでございますけれども，これにつ

いては，公民館長，主事につきまして週２４時間以内という形になっております。この中

で館長と主事が連携を図りながら管理運営をしているというような状況でございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 週２４時間以内ということで換算をしていくと，１日に館長と主事

が一緒におられる時間というのはどれぐらいになるのですか。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） おおむね，どうしても普通の公民館でいけば８時間程

度になると思いますので，ただ週２４時間ということになれば，多くの公民館の実態とし

ましては午前と午後で分けて，一応館長，主事が勤務しているというような実態でござい

ます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 公民館の運営において，館長と主事が連携をとりながらやることの

方がむしろ多いのが実態ですよね。だから，確かに仕分けをして，午前は主事さんが出

て，午後は館長さんが出ると言いながら，行ってみたら２人おられることがしばしばで

す。どうもそこらあたりが，決まりは半日勤務なのですよと言いながら，多分さらに過重

な状態になっていることは間違いない。であるにも関わらず，報酬はいつまでも変わらな

いわけ。そういう意味では，公民館の勤務の実態というふうなものを，単にそうやって，
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いや，半日勤務同士ですと言っているけれども，実態は違うと思うのです。そうであるな

らば，もっと報酬の中身を改善しなかったらだんだんとなり手もいなくなるようになるの

ではないですか。そういう状況だから，勤務時間をきちんと守れといって一方で言えば２

人は会えないみたいな，そういう構造になっていること自体に問題があるのと，館長と主

事が１人ずつでは本当は公民館は回らないのです。そういうことも含めて，かつては運営

審議会がそれぞれの公民館にあったのが，今運営審議会は市内で１つにまとめられて，あ

とは運営協力員みたいな格好にしてしまって，そういうことがますます公民館を支える人

たちの主体性みたいなものも弱めているのではないかと。そういう意味で，公民館運営に

関する抜本的な見直しみたいなことが必要だと思いますけれども，その点どうでしょう

か。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 今の公民館の実情というところにつきましては，公民

館長と主事，あるいは各種イベントなどにおいては，どうしても館長だけではなしに主

事，あるいは運営協力員さん等の地域の方に御協力をいただくという必要性というのは，

これまでもそうですし，現在でもそういうふうな実態であるというふうには考えておりま

す。その中で，今の館長の処遇であるとか主事というところがございますけれども，これ

についてもそういうところの実態も踏まえた中でどういう形がいいのか。今委員さんも御

存じかと思いますけれども，今の協働の中で全体としてどういうあり方がいいのかという

ところも踏まえて，協働のまちづくりの方でも考えているところがございますので，そう

いうところと連携を図りながら，一定には整理をする中で考えていきたいというふうに考

えております。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 社会教育法や，あるいは公民館に関する法律の中で本来の公民館の

役割というのがあって，それを無理やり地域センターのようなものにしていこうというふ

うな流れがあって，そこらあたりこれから様々に議論をされるところではありますけど，

その社会教育法や公民館法で定めている本来の公民館の役割というものをしっかり堅持す

る，そういう姿勢が必要だと思いますので，それを述べて質問を終わります。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

委員（脇本茂紀君） いいですよ。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 
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 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，２２６ページ，２２７ページ，図書館費，次

のページ，２２８，２９までありますが，質疑のある方はページ数を言って質疑を行って

ください。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 一問一答ですから，まず近世古文書整理委託料５０万円による，毎

年５０万円ずつ組んでいるのですけど，進捗状況は一体どういうことになっているのか。

というのが，例えばあの資料を見せていただきたいというふうに行くと，いや，今もうこ

れは賴先生の方に預けているので見せることは難しいですと大体返ってくるらしいので

す。だから，進捗状況ぐらいは報告していないと，結局はずっとこの近世古文書に預けら

れたままになって市民には全く開放されないということになったら，何か矛盾をしている

ということになるので，毎年５０万円で今大体調査すべき内容のどれぐらいが進捗をして

いて，このペースでいったら何年ぐらいかかると読んでいるのか，そこをお聞かせ願いた

い。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 近世古文書整理の委託料というところでございます。 

 これについても，多分去年の委員会の方でも委員の方から御質問があったという件でご

ざいますけれども，５０万円を毎年組んでいるというところでございますけれど，これに

ついても一定には広島大学の地域連携センターを通してお願いをしているというところで

ございます。どうしても学生の方の，そういう学生の休暇ではないですけども，それ以外

のところで幾らかお手伝いをしていただくというような状況もあるところがありますの

で，年間５０万円程度で行っているというところが通例でございます。 

 今の進捗状況というところでございますけれども，なかなか去年の中でやっていこうと

する中で実際にやってみた時に，幾らかまた新しいものが出てくるというような状況もご

ざいます。その中で，昨年も答えさせていただいたと思うのですが，おおむねある程度は

できているのではなかろうかということでしているのですけれども，今年の分につきまし

ては，塩浜の文書の方を一応やっていったということで，去年から目録改訂なり整理番号

のつけかえを行って，一旦ある程度行っているのですけれども，これについても今年度，

まだ全て終わっておりませんけれども，塩浜文書のラベル張り等を行うこととしておりま



- 133 - 

す。作業状況等に応じてという形になりますけれども，一定にはおおむね，昨年も言われ

た３年ぐらいを目途にある程度のものはできるのではないかというふうに考えているとい

うところでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） その質問の趣旨は，ではその文書を，具体的に例えば市民の方が勉

強したいので活用したいというふうなことに対する手だてはできるのですかということで

す。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 具体的な市民の方の活用という形になろうかと思いま

す。 

 これについても，図書館の方である程度一定に整理して活用ができる，そういう貸し出

しができるとか閲覧ができるような状態になれば，また皆さんの方にそういう形の体制，

環境整備についてはしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 最初の質問の趣旨は，毎年５０万円で足りるのですかと，要するに

広大の学生を使っているから５０万円が精いっぱいだみたいな答弁だけど，例えば１００

万円かけたらもっとできるのかとか２００万円かけたらできるのかとかというのはないの

かね。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） その辺のところについても，実際に私の方も先方と話

をさせていただき，担当の方がどういう形で，今言われるようにできるだけ早いうちにそ

ういう形のものを整理していければどうなのかという形があったのですけども，大学の方

の体制のこともございまして，できれば今の現状のものをやっていきたいという形で回答

をいただいているところでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他ございませんか。 

 宮原委員。 
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委員（宮原忠行君） ２２７ページの図書購入費，これが去年が８４６万８，０００円で

今年が７５６万円，約９０万円減っている。図書購入費がここまで減るというのは，何か

文化行政の遅れというものとも感じ取れる。それで，減った理由というのは何か。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 減った理由というところでございますけれども，全体

的な実態も踏まえた中での全体の購入額の減少，予算の総額的なものの減というふうに聞

いております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） どうも納得できないのよ。普通ある意味で言えば，とりわけ竹原だ

けではないのだけれども，地方の小都市へ行けば，例えば書店なんかも減ってきている

し，実際例えば学術的なものとかそうしたものに関しても，ある意味知的レベルの高い書

物というのはなかなか手に入らない。そうすると，そうしたハイレベルといったらおかし

いのだけれども，専門的になるというか，そうしたところの市民の探究心であるとか知的

向上心を満たすための機能というものも図書館は持っているはずだ。それが，例えば個人

の自分の負担で本屋へ行って買えるのならいいけども，行こうと思ったらどうしても広島

に行ったりいろいろして，交通費からいったら大変なものになる。それが減るというの

は，やっぱりそうした今の出版物とか出版業界とか，あるいは書店というか，そうしたも

のをさらに衰退化していくというか，という状況に拍車かける思うのよ。要らないものは

買わなくてもいいと思うけれども。そうした意味において，来年度は２８年なみの予算が

確保できるように努力をしてほしいと思いますが，いかがでございますか。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 質の向上ということで図書購入費の方を，今後につい

て冊数の減少傾向にあるということで，できるだけ質の向上を高めるためにはそういう専

門的なものも含めて増やしていこうというようなところが必要ではないかというような御

質問でございます。一定には図書館の方についても，そういう形の中でできるだけ市民サ

ービスの向上につながるような形で対応してまいりたい。 

 今年度についても，一定には予算減額しておりますけれども，県内で図書館ネットワー

クというようなところでシステムもしておりますので，そういうところも全てが図書館の

中で業務が完結できるというところもありませんので，そういうところのネットワークを
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活用しながら，できるだけニーズに応えてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） ２２７ページの３番，図書等整備に要する経費の中の古文書マイク

ロフィルム作成委託料，これについて内容を教えてください。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 古文書マイクロフィルム作成委託料３５万７，０００

円と，その内容ということでございます。 

 これについては，目録作成済みの資料のマイクロフィルム作成ということで，竹原下市

村覚書というのがございますけれども，それの行政文書が天和３年から明治１９年までを

所蔵しているのですけれども，あわせて資料の２００６年までの８回におきまして撮影の

製本化をしているというところでございますけれども，一部その期間のものがマイクロ化

できていないというところが見受けられました。これについては，慶応３年と４年，明治

２年から６年，１９年のものがマイクロ化できていない状況が確認できましたので，その

８年分を今年度と来年度にかけてマイクロフィルム化をしていきたいという形で，その半

分１，６５０こまの方を来年度の方で予算化をしてマイクロ化していきたいというふうに

考えているものでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） というところで，これはある程度もうまとまったものがあれば，単

年度というか定期的にというか，何年か後に１回その見直しをしてとかというものではな

いですよね。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習室長（堀信正純君） 単年で完結するというものでございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

委員（堀越賢二君） はい。 

委員長（高重洋介君） そのほか。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） 一番最後の市立図書館建設基金積立金，これ毎年これぐらいのペー
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スで積み立てていくわけですけども，一体いつになったら図書館が建つのかという話もあ

るけど，もう一つは，竹原書院図書館は今日の広報を見ると１８万冊所蔵をしているので

す，本を。この１８万冊が，ある意味では宝みたいなもので，そういう意味では図書館建

設と，それから実際にある１８万冊の本をどう有効にうまい具合に活用するかということ

については，もっといろいろ考えることができると思うのです。一つだけ言っておくと，

多分田万里小学校に３万冊ぐらい行っているのかな。だから，つまりあれをコンテナに入

れて持っていっているだけなのです。だけど，例えば今忠海西小学校なり東小学校なり吉

名小学校なり，それから田万里小学校なり，要するに学校があいているところに，例えば

今の１８万冊ある図書を配置をしていけば，要するに地域に対する図書館サービスとして

も質が向上するし，同時に１８万冊の本がそれぞれの地域に合わせた有効な活用の仕方も

考えられると。そういう意味で，今忠海東小学校にしても西小学校にしても，どうやって

これを活用するかという時に，余りにも大き過ぎて，これをどっかの団体が１つで見ると

いうのは到底無理よねというふうな状況になっていることを考えれば，例えば図書館の分

館をそういうところに一定の量持っていってつくれば，要するに核になる施設ができて，

あと地域で使いたいという人がそれに付随して入っていくということの一つの条件になる

のではないかと。そういう意味で，ここでためている基金と，それからそういう図書館の

再配置というようなことも含めて考えないと，このお金がずっと十分にたまらないから，

どうやっても。 

 どちらにしても，今出されているその将来構想の中では図書館建てかえの話もいろいろ

あったりするのですけども，しかし当面の課題としたら，そういうふうにせっかくある１

８万冊の図書を活用することによって次の様々な計画に活かしていくということは可能だ

と思うので，そこら辺について，もしお考えがあれば。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 委員の方も御存じのように，今の図書館の現状が狭隘

であるとか環境どうなのかというところも御指摘もございますし，今日の新聞にも載って

おりましたように，方向性というようなところも提案があったというふうに聞いておりま

す。今田万里小学校の中でそういう形の蔵書，そういうものが一定にはコンテナのような

もので保管しているという実態がございますので，今後図書館のあり方というのですか，

複合施設とか，そういう形の中で，庁内の中で検討していくことにもなろうかと思います

ので，その中で今後について検討してまいりたいというふうに考えております。 
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 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

委員（脇本茂紀君） はい。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，続きまして下段にあります青少年指導費，２

３１ページの上段までございますが，２番の青少年指導等に要する経費を省きます。 

 質問のある方は挙手にてお願いします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，続いて２３０ページ中段から，文化財保護費について質疑

のある方はお願いをいたします。次のページの中段まで続きます。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） ２３３ページの文化財保存事業の町並み管理助成金１５５万円，昨

年度は６００万円という予算だったと思うのですが，これ減少した理由はなんですか。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） これについては，町並み保存地区でシロアリ駆除に対

する助成金になりますけれども，今年度については２６件分で６００万円という形で予算

計上させていただいております。 

 この事業についても，２７年度，２８年度，２９年度で，３カ年で実施していきたい，

できるだけシロアリ駆除を早い段階で整理をしていきたいということで，３年間で実施を

する形になっております。あわせて，調査の中で意向確認をしておりまして，その中で来

年度については７件の，一応今要望を聞いておりますので，その７件分の助成金の費用を

計上させていただいているという形で，全体としては減額になっているというものでござ

います。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他ございませんか。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） ２３３ページの一番上です。文化施設指定管理委託料というのが３

つの建物ですよね。これの委託が，今はどこで，今まではどこでというのがわかりますよ
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ね。この管理委託の内容はどういう内容で委託しているのかというのを。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 文化施設指定管理の委託料ということで，８９８万

８，０００円のことであろうかというふうに思います。 

 これについては，文化施設，すなわち松阪邸，森川邸，光本邸，歴民の文化４施設を指

定管理者に委託しているという形の中で経費を積算させていただいております。これにつ

いては，当初２７年から３１年までの５カ年という形で債務負担の，多分全体額の４，６

００万円ぐらいで一応指定管理をしていただいている形の中で，年次の指定管理料を算出

しているという形でございます。 

 その内容についてでございますけれども，これについては基本的に維持管理費用という

形で，そこに受け付けをされている方でありますとか，あとは施設の管理です，維持管

理，樹木管理とかトイレとか，そういうところも含めて指定管理料として算出し，金額と

して８９０万円ほど予算計上させていただいているというものでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） それで，例えば例を挙げて言えば歴史民俗資料館ですよね。歴史民

俗資料館の展示，あるいは歴史民俗資料館に保存されている様々なものを有効に活用する

というふうなことの，いわば判断とか，あるいは森川邸にしても松阪邸にしても，例えば

５年の契約だから，言えば同じようにやっていけばいいといって５年が過ぎるような今管

理委託の仕方になっていると思うのです。だから，せっかくある財産を有効に活用するよ

うな委託をするとしたら，もっとスパンを短くしてちゃんとやっているかというチェック

がきくような委託をする必要があるのではないかと。これ，委託の対象者はかわっていま

すよね，前やっておられた方と今やっておられる方にかわったわけで，そういうかわった

ことによる，例えば成果，額が同じだから成果は別にないのだと言えばそれまでだけど

も，要するにその管理委託をすることによって，この４施設の活用方法や向上というか，

そういうものが図られているかどうかということに対するチェックみたいなことが要ると

思うのです。そうしないと，毎年同じ委託料だから毎年同じようにやっていればいいよで

済むような話ではないのではないかと。そういう意味で，歴史民俗資料館なり森川邸な

り，それぞれの持っている資産価値というふうなことを考えれば，そこらに対する工夫や

めり張りというふうなものが要ると思うのですけれども，その点について。 
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委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 施設の保存継承だけではなしに，活用等が必要ではな

いかという御指摘ではないかというふうに思います。これにつきましても，当然市の重要

文化財にもなっておりますから，保存も必要でございますし，またあるそのものをできる

だけ維持経費をかけるだけではなくして活用していくということも大切なことだと思いま

す。その中で統括しましても，一定にはそういう歴民については昨年度，模様替えではな

いですけれども，そういう見直しで作品を展示替え等もしておりますので，なかなか毎年

とかそういうところは難しいところがございますけれども，指定管理者とも連携を図りな

がら施設の魅力向上に図っていただくというふうに努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） ２３３ページの上から２行目の石綿調査委託料，これ去年の予算書

を見ると全く上がっていない。これについて説明をしてください。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 石綿調査委託料１９万５，０００円という事業内容と

いうことだろうというふうに思います。 

 これについては，吉井家住宅の調査研究事業，今年度も実施しておりますけれども，そ

の中で住宅の庭に建つ現代建物に石綿が使われている可能性があるということが判明をい

たしました。石綿が使われているかどうかの分析調査及び石綿であることが確認された場

合の追加調査というような費用として，１９万５，０００円を計上させていただいている

というところでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 今まで石綿に関しては，図書館というか，あそこのところがずっと

問題になっていた。いまだに解決ついていないのだけど，新たにこの吉井家を調査した結

果，石綿があるということになれば，例えばそういつまでも放置するということは許され

ないと思うのよ。そうすると，補正予算を組んででも早期にその対策を講じる用意がある

のかどうか，その点についてお答え願いたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 今，今年度までの３年間で吉井家の調査の方を行って
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おります。その調査結果が今年度末には報告書が上がってくるというふうになっておりま

して，それを見ながらというところも踏まえてになりますけれども，委員の御指摘のよう

に，石綿で緊急性なりそういうものが生じた場合については，補正を組むなりして対応し

て，保存活用に努めていくという必要があろうかというふうには考えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） いずれにしても，町並みの中のシンボル的な建物です。そうする

と，建築年次もある程度わかっている話だから，石綿のところだけでも新年度早々に確認

をしていただいて，早期に結論を得て，それでもしあるとするならば，年度内にその対策

が講じられるようなスピード感を持った対応をお願いしたいと思います。 

 答弁結構です。 

委員長（高重洋介君） そのほか。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 文化財保存事業の２番目の森川家の委員報酬というのがありますけ

れども，こういった委員のメンバー，専門家というこのメンバーの方が何人おられるのか

ということと，こういう保存修理の検討委員会をということですから，竹原市としてはた

たき台といいますか，どうしたいという諮問する，検討するたたき台があって，こういう

ふうにするのかなというたたき台があれば聞いておきたいと。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 森川家住宅の保存修理検討委員会についてでございま

す。 

 これについては，この委員会を平成３０年度から予定している森川家住宅の保存修理事

業に関しまして専門的な立場からの指導助言を受けるため，来年度に設置をしていきたい

というふうに考えております。 

 委員については，まだ個別に当たっているというところまでは至っておりませんけれど

も，５名を予定をしておりまして，森川家住宅の保存修理に必要と見込まれる専門的な知

識を有した方に委嘱をしていきたいというふうに考えているというものでございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 市のたたき台がないかと思ったりしたのですが，それはあの森川邸

の分で，大規模に改修とかそういった必要があるのかどうかとか，そういった今での市の
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考えというのはどうでしょうか。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 今の森川邸の現状で申しますけれども，かなり劣化と

か老朽化，あるいは屋根の破損等が見受けられる，また壁の方も老朽化が見受けられると

いう形の中で，全体的な見直しなども必要になってくるというふうには考えています。た

だ，その中でも，では必要的なものはどの辺になるのかというところについては，今後検

討委員会の委員さんと相談しながら，緊急性のあるところからどういう形で保存修理がで

きるかというところについては検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 そのほかありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，美術館費の方に参ります。 

 ２３２，３３ページ，１枚めくっていただいて３２５ページまで，質疑のある方はお願

いいたします。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） 一番上の嘱託学芸員報酬なのですが，２５２万円，これずっと同じ

額になっているのだと思うのですけど，結構美術館行事があったり負担が増えているので

はないかと思うのですが，そういったところは考慮はされたかどうか。 

委員長（高重洋介君） 文化生涯学習課長。 

文化生涯学習課長（堀信正純君） 美術館の嘱託員になろうかと思います。これについて

も，先ほど公民館とかというような話もございましたけれども，勤務実態がどうなのかと

かそういうところもございます。全体的な見直しというところもありますので，まずは実

態とかその辺のところは検討する中で，できるだけ今の現状の中で学芸員に支障にならな

いように対応してまいりたいというふうには考えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

委員（今田佳男君） はい。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（高重洋介君） ないようでしたら，２３４，３５ページの下段からです。文化振

興費，次のページもございます。挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，保健体育費の方に移ります。 

 ２３８ページを開いてください。 

 保健体育総務費，２３８，３９，質疑のある方は挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続いて，体育施設費，下段です。２３８，３９，続きまして２４

０ページの上段まで，質疑のある方は挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，続きまして学校給食費２４０ページ，４１ページ，４

３ページまでございます。次のページもあります。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） ２４１ページの学校給食，１１番の燃料費が昨年よりも少なくなっ

ていると思うのですが，これ原因がわかれば。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 学校給食運営に係る燃料費についての御質問でございま

す。 

 燃料費につきましては，給食調理のためのガスの使用量でございます。こちらにつきま

しては，昨年度と比較いたしましてガスの単価が変更となっております。ガスの単価が下

がっておりますので，それに伴います金額の変更ということでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 そのほか。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） ２４３ページの調理委託と配送委託の分で，この２つの積算内容，

ここに人の配置……。 

委員長（高重洋介君） 松本委員，マイクをお願いします。 

委員（松本 進君） ２つの委託料の積算内容で，特に人の配置の分を何人かということ

も中心にお願いしたいのと，それをまず先。 
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委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 調理委託料並びに配送委託料におけます人の配置，人員の

配置ということでございますが，こちらにつきましては調理委託，配送委託，いずれも民

間業者の方に委託をさせていただいているところでございます。その業者の決定の際に，

調理委託につきましてはプロポーザル方式で決定をしております。その中で，提案といた

しましては２１名の調理員を配置するという計画で提案をいただいているところでござい

ます。 

 現在については１９名の調理員が実際には勤務していただいている，まだ十分充足はし

てはいない状況にございます。これは通常でありましたら，この人数でも十分調理可能な

のですけれども，子どもさんを育てながらの勤務ということになりますので，子どもが病

気をされて休みが急に必要であったり，またこういう時期でございます。インフルエンザ

とかそういうものがはやっておりますので，それで休まれるということがありますので，

その代替えということで十分な数を確保したいということでの提案でございました。今の

現在の人数では，調理は十分回っているということでございます。 

 そして，配送委託料につきましてですが，現在トラック３便をそれぞれ調理配送してお

ります。それに関わる運転手につきましては，それぞれ各車両に対応する人数をそれぞれ

配置していただいているところでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） その給食調理業務の人数なのですが，昨年いただいた資料では，正

規６人，パート１６人，合わせて２２人というような資料をいただいております。それ

で，今減っているのはどういうことなのかなという，もう一回説明と，それからこの調理

を委託していつも聞いているのが，地元の竹原市内の食材の調達といいますか，これをい

ろいろ毎年資料要求もしているのですが，この資料，昨年の分はあります。ですから，こ

の分がなかなか毎年同じことを言うような感じかもしれませんが，地元の食材の調達がほ

とんど変わらない，低い状態で変わらないというので，その抜本策といいますか，そこの

解決策があるのかなと，そこはどうなのかということだけを聞いておきたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） ２点御質問いただきました。 

 調理に関する人数でございますが，こちらにつきましては，平成２８年度から新たな契
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約を業者と締結しているところでございます。その中では，それまでの調理よりも人数は

増やしていきたいというようなことで提案をいただいております。現に，昨年の一時期よ

りも人数は１９人増えている状況にあろうかと思います。 

 それと，給食の材料の地場産物の活用についてでございますが，こちらにつきまして

は，物資の納入登録業者の方に地場産物の確保をなるべくしていただくように協力をお願

いをしているところでございます。 

 また，物資の決定に当たりましては，市内産を納入する場合には優先的に入れていただ

いているというような状況はございます。 

 また，地域の生産者の方々，またＪＡ，そして市の農林水産関係部署と連携いたしまし

て，地場産物の確保に努めているところでございます。実際地場産物の活用度につきまし

ては，平成２７年度で県内産３４．４％の数字が出ております。こちらは広島県の食育推

進計画の目標値であります３０％に近づけるという目標を上回っているような状況にござ

います。この数字をさらに向上していきたいとは考えてはおりますが，地元の業者等の連

携をさらに深めまして，維持，またさらには向上していきたいというふうに考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 私が調理委託の人のことを言いました。これは去年いただいた資料

の分で２２になっているということで，今１９人と言われるから何でかなと。いろいろ施

設の合理化とか何かやられて人が必要なくなったよということなのかどうかを確認したか

ったわけです。もしそこに何かあればお願いしたいのと，それからそこに委託して地元の

食材の調達ですよね。これはいただいている資料では，平成２６年度では全部で３６４品

目扱う中で，竹原市内が２９品目ということで８％余りしか使われていないと，先ほど言

われた広島県という分では，この当時が３６．５％ということで資料をいただいておりま

す。それが今下がっていますけれども，いずれにしても私が言いたいのは，せっかくこう

いう調理場で小中の調理をするわけですから，その可能な地元調達ということで見たら，

品目が２９で８％というのはいくら何でも低過ぎるという面で，ここで聞きたいのは，こ

れは抜本的に引き上げる工夫なり予算とかというのは考えておられるのかなということだ

けを聞いておきたい。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 
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教育振興課長（岡元紀行君） 現在の数字の，先ほど委員おっしゃられました８．１％が

低いか高いかというところはございます。市内産で全て賄えるものと，市内では調達でき

ないもの，数多くあります。そういった中で，登録業者にはなるべく市内産を増やしてほ

しいということではお願いをしているところでございます。 

 また，急にすぐにこの数字が増えるのは難しいかと思いますが，今後その市内産を優先

的に使用できるということで，関係部署との連携を深めて向上につなげていきたいと思っ

ております。 

 それと，調理員の人数のことでございますが，昨年２２から２１に変わったというとこ

ろでございます。これは先ほども申し上げましたように，調理自体は十分この人数で可能

なのですが，業者の方とされましても，急な調理員の休暇等に対応するための人数という

ことで，２１名，２２名という十分な数を確保したいということでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 同じ質問の繰り返しになっていますので，最後の質問にさせてい

ただきます。 

委員（松本 進君） 最後に食材の分を，調達が８％というのは極端に低いですよね。だ

から，これを２０％，３０％上げるには何が課題なのですか。そこだけを。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） ただいまの竹原市内産の割合を引き上げる方法についての

御質問でございます。 

 これは調理のメニュー，献立の段階ででもなるべく竹原産のメニューを増やしていくと

いうのも一つの方法であろうかと思います。ただ，バランスのとれたメニューということ

で，竹原市内産に余りこだわり過ぎてもいけませんが，今後も献立を立てる中で市内産を

十分使えるような，そういったメニューも検討していきたいと思いますので，よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） ２４３ページの調理委託料だけど，説明ではプロポーザルによって

平成２８年度から委託契約しているとこうなっている。それで，２８年度の予算書では

４，２２３万８，０００円，それで今年が４，７４３万６，０００円，５１９万８，００

０，その学校給食費が全体で見た場合，ほぼこれが占めている。それで，正直去年から継
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続した契約の中で，何で５００万円も上がっているのか，そこら辺の理由がよくわからな

い。そこがわかるようによく説明してください。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 給食調理の委託料についての御質問でございます。 

 これまで学校給食の調理につきましては，民間業者に業務委託をしてきているところで

ございます。昨年までの契約が平成２８年７月まで，こちらがこれまでの契約でございま

した。その時点で３年間の契約が終了いたしまして，平成２８年９月から新たな契約とい

うことで業者の募集をいたしました。その中で選定委員会を設置いたしまして，調理業者

を募集いたしまして，３社の応募がありました。その中で，選定委員会の中で議論，調査

いたしまして，その業者を決定をしているところでございます。 

 その業者の決定に当たりましては，見積金額もございますが，あくまで給食の調理でご

ざいます。業務の安全で円滑な運営ができること，または危機管理に対応できる体制があ

ること，また衛生管理に対する考え方，その体制，そして調理業務の従事者に対する教

育，研修がしっかりできていること，こういったところを総合的に見まして，最終的に業

者を決定しております。その結果，委託の金額がこれまでと多少上がっているという状況

はございますが，その全ての業務の総合的なところを判断して業者を決定しているもので

ございます。 

 以上です。お願いいたします。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 行政用語として常に総合的な判断というのだが，それにしても５０

０万円というのは，それではそれまではどうだったのかという話になる。という疑念が吹

っ切れないよ。極めて不透明。 

 それで，去年の７月でかわったと言ったのかね。それで，これは継続した業者，それと

もかわった業者ですか，その点について。 

委員長（高重洋介君） 教育振興課長。 

教育振興課長（岡元紀行君） 昨年度の７月までの業者とその後平成２８年９月からの業

者でございますが，結果として同一の業者でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） とりわけ給食業務に関わっては，配送業務もそうだった。常に，例
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えばリフトつきの配送車であるとかというのをしながら，結果は違った。常に給食業務，

調理業務，それから配送業務については，不透明感が拭えないのよ。同じ業者で５００万

円も変わる，１割も変わるといったら，これは何だったのかという話です。それで，例え

ば３社が応募したというが，それならそこに談合はなかったのかという疑いも持たざるを

得ない。極めて不透明。これについてはこれ以上あれしてもしょうがないから，答弁は願

うが，あとは担当の総務文教委員会の方でしっかりと監視をしてもらって，どうしても不

透明感，給食の調理配送業務に関わっては，今までもそうだったし，今なおこういう不透

明感が漂うということは，私の気持ちとしては断じて承服しがたいということだけは表明

しておきます。 

委員長（高重洋介君） 答弁お願いします。 

 教育次長。 

教育委員会教育次長（久重雅昭君） 給食の委託に関わってのことでございますけども，

これは配送については入札で行っていますけれども，調理についてはプロポーザルで，第

三者の委員さんも入っていただいて適正な業者選定をしているといったところでございま

す。 

 金額が上がった原因というのは，主に人件費だというふうに思いますので，今回２回目

ですけども，以前の人件費が適正だったのかどうかということも含めながら，どれが適正

な人件費かというのもこちらで情報収集しなければならないと思いますし，今回の委託料

については，プロポーザルの結果，今のような委託料になったということで，今後につい

ても適正に業者選定していきたいというふうに思っております。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 今，例えば介護関係とか，あるいは小売流通業とか，あるいは配送

業務とか，それで例えばこういうふうな給食提供業務というか，非常に人手不足で賃金が

上がっているということもわかる。しかし，それが５００万円というのは，これは納得し

がたいから，委員会の方でしっかり監視して，上がっているかどうか。それで，答弁はも

ういい。大体わかった。 

委員長（高重洋介君） わかりました。 

 その他ございますか。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） いや，この間ずっと課題になるのはプロポーザルです。プロポーザ
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ルで決まったというたら何でもありかみたいな感じがするよね。プロポーザルでやって，

なぜこの５００万円の差というのが出てくるのかというのが今の疑念であるわけです。普

通の競争入札でやっていたらこんな額にはならないのではないかと思ってしまう。プロポ

ーザルになったら何で５００万円上がるのかというて誰もが疑問に思うわけです。人件費

の問題が原因だというのなら，人件費が一体どれだけ上がったのか，ましてやさっきの人

数からいうたら，２２が１９に減ったのに何でそれだけ上がるのかというふうに，今まで

の説明を聞く限りでは非常に疑念の残るプロポーザルであるということです。 

 この間ずっと市はいろんな入札をプロポーザルという形で説明をしてきたけども，では

そのプロポーザルの中身は一体何なんだということについては，もっと明快に答えるよう

にしとってもらわないと困る。 

 いずれにしても，やがては総務文教委員会で議論するのでしょうけれど，ただ今のプロ

ポーザルの中身ということについては，こうこうこういうわけで今の５００万円の差が出

るのですよというのは説明してください。 

委員長（高重洋介君） 全体質疑までに資料を用意して答えを出してください。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） まだ全体質疑の機会があるので，それまでに今の答弁を用意してく

ださい。よろしくお願いします。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，特別会計の方に移らさせていただきます。 

 竹原市貸付資金特別会計，歳出，歳入の順に審査をしてまいります。 

 ３２４ページ，２５ページをお開きください。 

 歳出の方から参ります。 

 ２番，３番，奨学資金貸付金，ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，歳入の方に移ります。 

 ３２２ページをお開きください。４番，５番の部分です。 

 一括でありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，これをもって教育委員会の個別審査を終了い
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たします。 

 説明員入れ替えのため，暫時休憩いたします。 

 ２時１５分まで休憩いたします。 

              午後２時０７分 休憩 

              午後２時１６分 再開 

委員長（高重洋介君） それでは，休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 公営企業部長より担当部所管事業について説明を求めます。 

 公営企業部長。 

公営企業部長（谷岡 亨君） 失礼します。 

 委員長をはじめ，各委員の皆様には大変お疲れのところ，引き続き水道事業会計当初予

算につきまして個別審査をよろしくお願いいたします。 

 それでは，座って説明させていただきます。 

 お手元の方に，平成２９年度水道事業会計予算案というこういった冊子をお配りさせて

いただいております。これによりまして，概要ということで御説明をさせていただきたい

と思います。 

 平成２９年度の予算編成に当たりましては，昨年の水道料金の改定を踏まえまして，計

画的な事業の実施と経費節減に努める中で，水道事業の効率的な経営と水の安定供給体制

の強化に資する事業として，水源地や配水池など設備機器等の更新，修繕及び設備整備，

配水管の布設替え工事など，中・長期整備方針に基づいて実施していく内容といたしてお

ります。 

 参考資料の最初の業務の予定量のところでございますが，給水件数は平成２９年度が１

万３，４１７件で，昨年とほぼ同件数であります。それから，年間給水量６１４万５，８

９１立方メートル，昨年より約７万立方メートルほど増えて，率にして１．２％程度増え

るというふうに見ております。これは企業向けの給水量が増加すると見込んでいるもので

ございます。 

 それから，（４）のところの主な建設改良事業２億３，６２３万５，０００円を計上い

たしております。昨年度と比較しまして１，７６７万円，率で８．１％の増を見込んでお

ります。これは中・長期整備方針に基づきまして実施をして，予定をしております水源設

備及び配水設備に係る工事費の増によるものでございます。 

 次の収益的収入，いわゆる３条予算のところでございますが，収益的収入と収益的支出
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を計上する３条予算につきまして御説明いたします。 

 ３条予算は，水道料金の収入を財源として，主には施設の維持管理に要する経費に充て

て事業を管理運営する予算となっております。 

 まず，歳入の方の，収入の方の予算でございますが，営業収益といたしまして１０億

１，６３２万８，０００円を計上いたしております。昨年度と比較しまして，２億３，４

０２万７，０００円の増というふうに見込んでおります。それから，これにつきましては

水道料金の改定に伴う給水収益が増加するというふうに見込んでおります。増加した収益

につきましては，翌年度，翌々年度の建設改良事業や企業債償還の財源として使用するも

のとしております。 

 それから，営業外収益につきましては３，６０２万６，０００円，昨年度と比較しまし

て２６０万円余り，率で６．８％の減というふうに見込んでおります。 

 これが収入の方の主なものでございます。 

 収益的支出の方でございますが，営業費用が７億５，４４０万６，０００円，昨年度と

比較しまして９４８万２，０００円の減，１．２％の減となっております。営業費用につ

きましては，人件費，受水費，委託料の減などに伴うものでございます。 

 それから，営業外費用につきましては４，８２４万４，０００円を計上いたしておりま

す。昨年度と比較しまして１，５００万円余りプラスになっています。営業外費用につき

ましては，給水収益の増に伴い，消費税及び地方消費税の支出が増加するということでこ

のようになっているものでございます。 

 以上が３条予算の関係です。 

 １枚めくっていただきまして，次のところから４条予算の関係になります。 

 次に，資本的収入と資本的支出を計上する４条予算について御説明申し上げます。 

 ４条予算は，企業債や負担金などの財源に加え，事業運営で得られた収益，これは水道

料金の収益の一部でございますが，これを財源として，施設更新や管路布設替え工事など

を中心とした事業を行うための予算となっております。 

 資本的収入の表でございますけど，企業債を３，０００万円，新たに計上させていただ

いております。それから，負担金については１，５６６万８，０００円，昨年とほぼ同程

度を計上いたしております。企業債につきましては，施設更新費用の財源として，新たに

企業債の借り入れをするということで増加をいたしております。 

 それから，資本的支出の方でございますが，上水道建設改良費として２億４，００６万
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３，０００円を計上しております。１，６２２万１，０００円，率で７．２％の増となっ

ております。 

 それから，企業債償還金でございますが，９，５６０万６，０００円を計上しておりま

す。昨年度と比較しまして８８７万１，０００円の減となっております。全体では３億

３，９０７万５，０００円で２．５％の増，８１２万４，０００円プラスというふうな状

況になっております。 

 上水道建設改良費につきましては，配水管布設替え工事，導水，配水管移設工事，送水

ポンプ更新，取り替え工事などの工事請負費の増に伴うものでございます。 

 それから，一番最後の米印の１のところでございますが，公営企業会計の考え方，仕組

みといたしまして，単年度収支により処理するものではなく，その年度で得られた利益の

一部を翌年度，翌々年度の建設改良事業や企業債償還の財源として充当し，中・長期整備

方針に基づいた事業を実施するためのものでございます。このことで事業費の平準化と計

画的な事業の執行を図ろうというものでございます。 

 それから，もう一枚めくっていただきますと，平成２９年度の上水道建設改良費の実施

箇所の一覧表ということで図面をつけさせていただいております。こういった事業を実施

してまいりたいということでございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） ありがとうございました。 

 それでは，公営企業部長より説明が終わりましたので，質疑を行ってまいります。 

 答弁は座ったまま行ってください。 

 水道事業会計につきましては，こちらの水道事業の予算書，予算書１ページ，２ページ

が議決事項となります。条項目で言えば第１条から第１１条となります。そのうち，第３

条及び第４条については２０ページから予算基礎資料として示しております。 

 まずは，予算基礎資料に従って質疑を行ってまいります。 

 初めに，第３条予算内容についてであります。２０ページから２５ページに当たりま

す。 

 その中の２０ページ，歳入でございます。 

 ２０ページ，営業収益について質疑のある方は挙手にてお願いいたします。２０ページ

全般です。 

 北元委員。 
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委員（北元 豊君） ２０ページの給水収益１というところで１０億５６８万１，０００

円と，昨年度が７億６，８６４万６，０００円ということで，今回一般用と船舶用に分か

れたという中で，その中で，例えば前回一般用から今年度一般がどういうふうに上がった

かと，あるいは船舶用がどういうふうに変化したかという，その状況を教えていただけれ

ばと思います。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 前回はそれぞれ用途別ということで，水道使用量につきまして

は，一般用，それから工業用水，湯屋営業，臨時，船舶というふうに分かれてございまし

た。今回はそれぞれ一般と船舶に分けたということではございますが，料金算定に当たり

ましては，それぞれの用途によって新しく料金設定しました一般用の幾らから幾らまでが

単価幾らというふうな形で，それぞれの一般，湯屋，工業という形での一応それぞれ積み

上げたもので積算しておりますので，そういうことで結果的には今の一般用が幾ら，それ

から船舶用が幾らというふうな形での積み上げでございます。特に大きくといいますと，

金額等につきましては料金改定に伴ってそれぞれ考え方がございまして，一般用につきま

しては平成２７年度の実績と，それから平成２８年度の減少率，それから２９年度の減少

率，それから消費税，それから料金の改定，そういった率を掛けまして，それぞれ積算を

して１０億円何がしという金額になってございます。 

委員長（高重洋介君） 北元委員。 

委員（北元 豊君） 昨年と比べて，特に工業用で２２件，４億１，７４５万４，０００

円という金額がありました。今年度，予算計上の中では一般用として１０億５６８万１，

０００円に変わったというところであります。その中で，例えばでは工業用がどういうふ

うに金額的に変化したかというのを教えていただければと思います。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 先ほど申し上げたのですが，工業用につきましても先ほどの一

般用と同じような考え方で，２８年度の上半期の実績，それから今の工業用の平均の改定

率，それから消費税を掛けて一応積算しているという状況でございます。 

委員（北元 豊君） 今質問したのは額がどういうふうに変化したかという額が知りたい

ということです。 

委員長（高重洋介君） 比較。 

 水道課長。 



- 153 - 

水道課長（松岡俊宏君） ２８年度では４億１，７４５万４，０００円ということですけ

ども，今回の算定に当たりましては，工業用は５億１，９１４万６，０００円というふう

な算定結果でございます。 

委員長（高重洋介君） 北元委員。 

委員（北元 豊君） わかりました。工業用が４億１，７００万円，５億１，９００万円

というところで，一般用全体とすればこのように上がりましたよというところでありま

す。しかし，俗に言う一般，特に個人の分がかなり上がっているわけなのです。４割，あ

るいは５割弱上がっているという中で，きちっと上がったことによる説明というのはしっ

かりしていかなければいけないと思います。いまだにどうなっているのかということも聞

きますので，その点も当然出前講座で説明をするよというところもありましたが，引き続

きそういう説明をしっかりして，次に工事ということにかかってこようと思いますが，安

全・安心な水のために，いかに工事を計画的に進めていくかというところになろうかと思

いますので，その辺の説明を最後にお願いしておきます。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 安全・安心な水をということで，今年度は後ほどその４条予算

の中でどういった工事をしていくかというところも踏まえて，より生活に影響を与えない

ような，そういった更新とか安全な水を提供するための工事も適切に行っていきたいとい

うふうに考えております。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，２１ページ上段の営業外収益について，質疑

のある方は挙手にてお願いいたします。 

 副委員長。 

副委員長（川本 円君） 先ほど，最初の部長の説明の中で，この営業外収益について個

別具体的に説明がなかったように思うのですけど，何か言えない理由があるのですか。こ

れを読めばわかるから省略したのか，理由を言ってなかったのですけど，何か説明を補っ

てください。済みません。 

委員長（高重洋介君） 公営企業部長。 

公営企業部長（谷岡 亨君） 予算の参考資料の方の説明が抜けていたという御指摘がご

ざいました。 
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 営業外収益は，参考資料の方では長期前受け金戻入の減に伴い減少しましたというふう

に記載をさせていただいております。特にここを抜かしたということではないのですが，

それほど額としては大きくはないので，特に説明はいいかなというふうには思ったところ

でございます。 

 いいですか。 

副委員長（川本 円君） いいです。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，２１ページ下段，特別利益について質疑のあ

る方は挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，歳出の方に参ります。 

 ２２ページ，１ページ開いていただきまして，２２ページから２５ページですが，２２

ページ，営業費目について質疑のある方はお願いいたします。 

 北元委員。 

委員（北元 豊君） ２２ページの一番下，受水費というところで，昨年度，今年度とい

うところで出ております。 

 ２７年度が２億８４３万８，０００円，前年度が２億６７３万６，０００円，今年度が

２億２１７万２，０００円ということで，県用水とすれば徐々に下がってきている中でい

ろんな要因が考えられるのですが，下がった主な要因というのを教えていただけますか。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 今回県用水が下がった要因といたしましては，基本料金徴収の

ための基本水量が，呉の宮原浄水場が廃止されまして，それに伴って水道料の方が減量と

なったため，実際に需要する水量も契約に基づき減量になったという状況でございます。

施設そのものが廃止されましたので，それに係っていた投資部分，そういった部分がなく

なったので，今のその基本水量から水量が減って，それに伴った料金の方も減額されたと

いうことでございます。 

委員長（高重洋介君） 北元委員。 

委員（北元 豊君） 減額要因が宮原水源地ということでありますが，特に広島県用水を

使っている２大要因というのが，東とここの市内というところであろうと思います。 
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 今後の需給といいますか，需要量ということに関しまして，今後どうなるのだろうかと

いう思いもあります。県用水という中で，料金的にはそれが採算ベースに合うのか合わな

いかというのが一番我々にとっては疑念なところなので，そのあたりでどんどん使ってい

ただくことによりまして，県用水の負担が軽減できる，あるいはどうなのかというところ

を教えていただけますか。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） その辺も，この各県用水の受水団体というのが５市３町から成

っておりまして，そういったところの１０年スパンで，幾ら基本水量とか使用水量という

ものを一応見定めて，その中で料金の設定でありますとか向こう３年間はこれぐら水量使

いますとかというところで，それぞれ市町によって需要がそれぞれ違いますので，その辺

は状況を見ながら，県と相談をしながらこれだけ使えますよというところで協定を結んで

やっておりますので，状況によりけりですけれども，当然人口減少に伴って水道の使用量

も減っていますので，そこらはまた先を見据えながら，調整しながら進めていきたいとい

うふうに考えております。 

委員長（高重洋介君） その他。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 県用水のことで確認を含めてお尋ねしたいのは，ここの経営状況の

内容を見ても，経費全体の２５％余り，相当大きな県用水の受水費が経費として必要だと

いうことで繰り返し質問しておりますけれども，今回質問の中心は県用水を受水する理

由，これは継続でいろいろやっておられるのですが，平成２７年，去年値上げする１年前

にまた契約を結んでいます。 

 そこで気になるのは，契約水量が，いろいろあなたとは違うのかもわからないけど，竹

原市の自己水源，取水能力があるのに，それを落として県用水を継続的に受水している

と，契約しているということを，なぜ竹原市内の，能力がないのなら別なのですけど，竹

原市の資源としてそういう取水能力があるのに，それをわざわざ落として県用水を継続契

約している，それで経費としてこれだけ負担があるということは，どうも私は何か納得で

きないのです。ですから，そこの基本はなぜなのかというのを端的に説明してもらえます

か。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 各水系の供給能力とか，また余分があるのではないかというと
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ころにもつながってくるのではないかと思うのですけども，これは各水源における取水能

力は給水人口を考慮した上で設定しております。施設のそれぞれの利用率につきまして

も，全体の平均で７０．７％ということで，総務省の方で水道事業の経営指標というのが

ございまして，それで見ましても全国平均の５９％を上回っているという状況です。それ

に伴って適切な施設利用率であるということが言えると思います。 

 また，施設の利用率を上げて，例えば県用水を減らして取水量，自己水源を増やしてそ

ういった県用水も賄うということにつきましては，県用水はこれまでも申し上げておりま

すが，沿岸部の大口事業者，それから高い水圧を必要としております高所地区，そういっ

たところへ供給を行っておりまして，自己水源だけでは全てを賄うことができないという

ことでございます。また，さらに高所地区への供給を自己水源とした場合に，施設という

部分で増圧ポンプ，それから加圧ポンプ，そういった施設を建設する必要があるというこ

とから，その建設費や施設の維持管理費，動力費，そういったものの余分な費用が発生す

るということとなるため，合理的ではないというふうに考えております。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） いろいろこういった広域水道の事業のそもそも論を聞いているわけ

ではないのだけども，そこは知っているわけですけれども，私が今，例えば直近でこの水

道値上げの前の年に契約を新たにされている，県用水と。そこを見ると，私からもう一

回，２回の質問になるかもしれないけども，竹原市内の自己水源，要するに竹原市に水が

あるのに，それを汲まないで県から同じような量をとっているよという理由が，今までの

しがらみがあっていろいろ契約はあるのでしょうけども，何十年もたっているわけですか

ら，だからその値上げする前に，そういうわざわざ自己水源を減らして県用水をとる，そ

この大きな理由は何かということをもう一回だけ確認しておきたいと。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 先ほどと同じような答弁になるかと思うのですけれども，大口

事業者への水の供給と，それから高所地区へのそういった水の供給，なおかつ市内におけ

る自己水源が賄うことができなかった場合に，バックアップとかそういった機能を踏まえ

て県用水を供給している，受水しているという状況でございます。 

委員（松本 進君） またにします。 

委員長（高重洋介君） その他ありませんか。 

 今田委員。 
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委員（今田佳男君） 委託料なのですけれども，今年は全部明細がついて非常にわかりや

すい資料にしていただいてよかったと思うのですが，昨年が項目はあるけど委託料の金額

が入っていないのです。比較ができないので，１５０万円の移動なのですけども，今年の

予算に書いていただいている分で大きく金額が移動したものがあれば教えていただいたら

と思うのですが。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 今の２２ページの委託料につきましては，内容につきましては

昨年度とほぼ同様なのですが，新規の委託料といたしまして，この中通の配水池の清掃業

務，そちらの方が計上されておりまして，その分金額の方は上乗せされているという状況

でございます。 

委員長（高重洋介君） 今田委員。 

委員（今田佳男君） 今の中通のが幾らか教えていただけますか。あとは大体逆算すれば

わかるよという話だと思うので。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 中通の配水池の清掃業務は１９７万１，０００円という状況で

ございます。 

委員長（高重洋介君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 今の委託料の一番下のペットボトルの作成業務なのですけど，どの

大きさのものを何本つくる予定ですか。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） ペットボトルにつきましては，５００ミリリットルを２，４０

０本作成する予定としております。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

委員（大川弘雄君） はい。 

委員長（高重洋介君） その他ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，２３ページ，配水及び給水費について質疑のある方は挙手

にてお願いいたします。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） ここでは，同僚議員も一般質問であって簡潔にしますけれども，こ
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こに人の配置がありますけれども，次に関連するいろいろ出てくるのですが，聞きたいの

は，竹原市の３万余りの人口の分でそういう水道事業を行うに当たって，専門職とかいろ

いろ条例ではありますよね，仕事が。ということで，本来専門職としてこういうそれぞれ

必要な人数といいますか，それがあって先週は同僚議員からの人の問題というのが質問が

ありましたから，それとダブるのですけれども，ここで予算化しているのは，竹原市の事

業で専門職を含めて，本来こういう事業を行うのには何人必要なのかということと，あと

は実際いろいろ委託とか，こうやって人が少ないのでしょうけどもということを教えても

らえますか。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） こちらの２３ページの人件費部分につきましては，工務給水係

の６名分を計上している状況でございます。前年度と多少増えておりますが，昨年１０月

１日に新人の職員の方が配置されまして，それに伴って金額の方が増えているという状況

でございます。 

委員（松本 進君） ここには配水，給水ですけれども，それは次に関わるのですが，本

来竹原市が水道事業を行うに当たって，専門職とか庶務とかこの条例に定めるような必要

な職員は何人なのかということを聞きたかったのです。 

委員長（高重洋介君） 水道課全体。 

委員（松本 進君） そう，それとここなら６人でしょうけども，そこを全体で。 

委員長（高重洋介君） 全体ですね。 

委員（松本 進君） どれだけ必要なのかと，あとは実際何人配置しているのかと。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 必要な人数を当然のことながらここには計上しております。今

言いましたように，工務給水係など６名と，それから原水，浄水の方にも人件費として１

名分，工務給水係，それから次のページになるのですけれども，２４ページの方に人件費

として私を含めた庶務係６名分というふうな形で，この人数で２９年度事業の方を進めて

いく，そういった人員で配置ということにしております。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 繰り返しになるのですけど，それは必要な職員を配置されるのは当

然なのですけど，私が言いたかったのは，ある記事を見ていたら，例えば５万人未満の水

道事業体で，それは技術職員がゼロのところもありますよという記事を見たもので，竹原
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市の場合にはこういう３万余りの人口の事業を行うに当たって，技術職員はどういう技術

職員が何人必要なのか，庶務なら庶務の，条例にあるような，何人必要なのかということ

を聞いているわけです。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） それぞれ一定の，多分基準というのはないと思うのですけれど

も，一応これから事業していくという中では，まず適正な人数で配置しているというふう

に考えております。 

委員長（高重洋介君） また，全体質疑，一般質問等を利用してお願いいたします。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，総係費，２４ページ，２５ページの中ほどまでありま

す。 

 質疑のある方は。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） 先ほどと同じなのですが，２４ページの真ん中の委託料です。今年

のは全部あるのですけど，昨年度がないので同じように教えていただけたらと思うのです

が。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） それでは，まず２４ページの委託料につきましては，昨年と比

べますと１，１３９万円ほど減額というふうになっておりますが，昨年度につきましては

料金改定に伴うシステム改修がございましたので，それがもう２８年度完了したというこ

とから，この１，１３９万円が減額というふうになっております。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 今田委員。 

委員（今田佳男君） 今のは了解いたしました。 

 あとは，２５ページの固定資産の除却費が今年５００万円，機械とか分類に分かれてあ

りますけど，これはもうおそらく見込みでこれぐらい上げられたのか，ある程度いろいろ

償却の状態を見て，除却すべき資産が決まっていてこういう数字を拾われたのか，どちら

かだと思うのですが。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 
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水道課長（松岡俊宏君） こちらの方につきましては，管路とかポンプ，そういったもの

が実際にその年度においてもう耐用年数を超えて使えない，破棄するものを金額換算しま

して，それをここに計上しているという状況でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，２５ページ中ほどから営業外費用，特別損

失，予備費，一括で質疑のある方はお願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，次に４条予算内についてであります。 

 ２６ページをお開きください。 

 下の段の歳出について，全体で質疑のある方はお願いをいたします。 

 北元委員。 

委員（北元 豊君） １点だけ確認させてください。 

 この支出の予定項目を掲げておられますけど，以前いただいた経営の今後のあり方の中

で，中・長期の整備方針というのが上げられておられます。その中で，平成２９年度の

中・長期の方針と，その予算に計上された金額等は整合性を持って前へ進んでおります

か，この１点だけ。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） そちらの方につきましては，今中・長期整備計画に基づきまし

て，管路の更新，それから配水池の整備でありますとか，今のリフレッシュということで

施設等の更新，そういったものも踏まえまして，２９年度のこちらの工事請負費の中に計

上しているという状況でございます。 

委員長（高重洋介君） 北元委員。 

委員（北元 豊君） つまり中・長期の状況，整備方針の状況どおり前へ進んでいるとい

う理解をしてよろしいということですね。 

水道課長（松岡俊宏君） よろしいです。 

委員長（高重洋介君） そのほかありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，歳入について行います。 
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 歳入全体について，２６ページ上段です。歳入全体について質疑のある方は挙手にてお

願いいたします。 

委員（宮原忠行君） ２６ページでしょ。 

委員長（高重洋介君） ２６ページの上段です。 

委員（宮原忠行君） 支出はもうないのか。 

委員長（高重洋介君） 今終わりました。 

 いいですか。 

委員（宮原忠行君） 下にあるでしょ，支出は。 

委員長（高重洋介君） いや，今終わりましたよ。 

委員（宮原忠行君） だったら，ちょっと行くわ。 

委員長（高重洋介君） では，済みません，もとへ戻らせていただきます。 

 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） １つは，先ほど北元委員と関連するのだけど，用地買収費が２２万

８，０００円，これ大体吉名の新浦尻配水池だから，場所ももう特定しているのだろうか

ら何平米買うのか。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 今予定しておりますのは２８０平米ということです。 

委員（宮原忠行君） 坪当たり幾らになるのか。 

 わからなかったらいい，また。 

水道課長（松岡俊宏君） 平米当たり８１０円ということになっております。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） それで，今日いただいた資料で３ページのところを見ると，去年と

比べてみると県道上三永竹原線配水管布設替え工事が１，２，３区と，３工区とこうなっ

ている。去年は２工区なのです。それで，このようにしたということは，今年度の２８年

度事業で予定しとったのが，それができなかったということだろうと思うのだが，大体で

きなかった金額が幾らになるか教えてください。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 今年度，まだ決算は出ておりませんが，今のところわかってお

ります金額といたしましては，執行残といたしまして６，０００万円ぐらいを一応予定し

ております。こちらの方は，入札の結果に基づきまして例年発生する入札残，それから突
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発的な漏水とか緊急工事，それから国県工事に関連した水道管移設工事等が必要になった

ためでございまして，当初予算とは異なる工事箇所の変更によりまして，こういった差額

が生じているという状況でございます。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） それで，執行残というのはどこでも出るのだが，先ほども言ったよ

うに県道上三永でいろいろ需要はあったのだろうが，いろいろ事情があったのだろうが。

それで去年は２工区に分かれていた，２工区。それで，今年３工区にしたというのは，例

えば地元発注等を優先的に確保するための配慮等があって２工区を３工区に変えたのかど

うか，その点について答弁願いたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 工事布設替えの延長が延びたということで，今こういった形で

去年と違って３工区に分けているという状況でございます。 

委員（宮原忠行君） いえいえ，だから地元の企業を優先するという考え方があるのかど

うかも含めて答弁してください。 

水道課長（松岡俊宏君） それはもう当然ございます。 

委員（宮原忠行君） はい。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） それと，今の支出のところで，今までここでの予備費というのはな

かったのだが，今年初めて１００万円が出てきた。この予備費についての考え方を説明し

てください。 

委員長（高重洋介君） 水道課長。 

水道課長（松岡俊宏君） 予備費の方につきましては，今突発的には不測の事態に備える

ために，一応１００万円積んでいるという状況です。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） いずれにしても，今の上三永線等も含んだ，今日も朝日新聞に出て

いたけど，どっかしら上司がパワハラで職員を脅迫したりなんかで逮捕されている。そう

したある意味，北元委員には失礼なのだが，ほんとうにその計画ができるような職場環境

にあるのかどうかについては，全体質疑で質問します。 

 以上，答弁はいいです。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 
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 歳出についてございますか，その他。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，上段の歳入全般について質疑のある方は挙手

にてお願いいたします。 

 ないですね。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，これをもって公営企業部の個別審査を終了いたします。 

 説明員入れ替えのため，暫時休憩をいたします。 

              午後２時５６分 休憩 

              午後３時０２分 再開 

委員長（高重洋介君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 会計課関係に参ります。 

 ５１ページをお開きください。 

 ５１ページ中ほどの会計一般事務に要する経費について，質疑のある方は挙手にてお願

いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 次に，選挙管理委員会に入ります。 

 ７２ページ，７３ページをお開きください。 

 上段，選挙管理委員会費の２番，人事管理に要する経費を除く１番，３番で質疑のある

方の挙手でお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，中段の部分，選挙常時啓発費について質疑のある方は

お願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） その下の段になります。広島県知事選挙，次のページの中ほどま

であります。 

 大川委員。 

委員（大川弘雄君） ７５ページの下段のあたり，１３番の一番下，ポスター掲示場管理

委託料，これと，済みません，ずっと飛ぶのですけど，その下の市長選と違うのですけど

も，これは何か理由があるのですか。 
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委員長（高重洋介君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（広近隆幸君） ポスター掲示場の設置と管理の委託料というこ

とですが，広島県知事選挙が本年の１１月に執行予定でありまして，その１カ月半後ぐら

いになるかと思うのですが，市長選挙が続けて１カ月半の間隔で執行されるということ

で，設置，まず県知事選挙のポスター掲示場設置をしまして，終わってもそのまま保管を

しておきまして，あとその上に掲示板だけ，市長選挙の掲示板を２枚重ねて設置するとい

うような形をとりまして，ですので県知事選挙では設置と撤去費用と市の管理も含めるの

ですが，市長選挙では設置費用のみということで，このような金額の相違となっておりま

す。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 僕も以前それがいいと思って言ったことがあるのですけど，要は同

じ業者がやるという考え方でいいのですよね。設置して県知事でやって外して市をやっ

て，それの撤去までを同じ業者がやるということでいいですか。 

委員長（高重洋介君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（広近隆幸君） 基本的には高齢者の雇用の確保とかそういった

ことで，今から十数年前から竹原市のシルバー人材センターの方へ随意契約という形でポ

スター掲示用の設置と撤去をお願いしておりまして，おそらく今年度も同様になるとは思

うのですが，同じように県知事選挙でポスター掲示をシルバー人材センターの方にお願い

をして，そのまま随意契約という形で引き続いて市長選挙のポスター掲示場を設置してい

ただくという見込みであります。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 大川委員。 

委員（大川弘雄君） 同じ業者が一緒にやれば経費節減になると思いますので，続けてお

願いします。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，下段の竹原市長選挙費について，次のページの上段までご

ざいます。 



- 165 - 

 質疑のある方は挙手にてお願いいたします。 

 大川委員。 

委員（大川弘雄君） ７７ページの不在者投票のところなのですけども，これは前回と同

じところ，場所は一緒ということでよろしいですか。今高校にも置いたり駅に置いたりす

るという取組がされていますけども，そこまで考えていないですか。 

委員長（高重洋介君） 選挙管理委員会事務局長。 

選挙管理委員会事務局長（広近隆幸君） こちらの方，負担金補助及び交付金ということ

で，不在者投票の取扱負担金といいますのは，施設とか病院等へ県の方が指定された施

設，病院ということになるのですが，そちらの方で入院，入所されておられる方がその施

設において投票するということで，そちらの事務を病院なり施設の事務の方にお願いして

おりますので，１件当たり幾らということで取り扱いの負担金ということです。期日前と

は異なります。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，監査事務局関係に移ります。 

 ５８ページ，５９ページをお開きください。 

 この中の公平委員会運営に関する経費について，質疑のある方は挙手にてお願いをいた

します。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 待ってください。余り早く行き過ぎて段取りが。 

 続きまして，６６ページ，６７ページをお開きください。 

 税務総務費の中の２番の固定資産評価審査委員会運営に要する経費の中で，質疑のある

方はお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，監査委員費，８０ページ，８１ページをお開きくだ

さい。 

 その中の２，人事管理に要する経費を除きます。１番のみです。 

 質疑のある方はよろしくお願いいたします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 166 - 

委員長（高重洋介君） それでは，議会事務局関係に移ります。 

 ４２ページ，４５ページをお開きください。 

 この中の２番人事管理に要する経費を除くものです。４２から４５ページまでございま

す。 

 質疑のある方はお願いをいたします。 

 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） ４５ページの一番最後，図書購入費２万６，０００円の内訳をお教

えください。 

委員長（高重洋介君） 事務局長。 

議会事務局長（西口広崇君） 前年度の実績により上げております。 

委員長（高重洋介君） 脇本委員。 

委員（脇本茂紀君） これでは追録加除も間に合わないのではないかと思うのですが，大

丈夫ですか。 

委員長（高重洋介君） 事務局長。 

議会事務局長（西口広崇君） 追録は今のところは大丈夫です。やっております。 

委員（脇本茂紀君） この額でやれるの。 

議会事務局長（西口広崇君） いや，ちょっと待ってください。 

議会事務局次長（住田昭徳君） 済みません，書記の立場なのですけども，一応追録の方

は前年の実績に基づきまして，ぎょうせい並びに第一法規の方と金額を見積もって上げて

おります。費目としましては，消耗品費で上げさせていただいております。 

委員（脇本茂紀君） 消耗品費ね。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，農業委員会に移ります。 

 １４０ページ，１４１ページをお開きください。 

 上段の農業委員会費，その中の２番，人事管理に要する経費を除きます。１番，３番の

中で質疑のある方はよろしくお願いをいたします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，これをもってその他部局の個別審査を終了いたします。 
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 以上で教育委員会，公営企業部，その他部局の個別審査を終了いたします。 

 次回は３月７日火曜日１０時から市民生活部，福祉部の個別審査を行います。 

 以上で第３回予算特別委員会を終了いたします。 

 皆さん御苦労さまでした。 

              午後３時１２分 散会 

 

 


